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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和５年３月１４日（火） 

午前９時５８分  開 会 

午後４時０２分  閉 会 

 

２．場  所   公会堂 第８・９・１０集会室 

 

３．出席委員   委 員 長  堤   喜一郎   副委員長  西 村 盛 男 

委  員  久保田 隆 二   委  員  舩 見 昌 功 

委  員  小比類巻 孝幸   委  員  田 嶋 孝 安 

委  員  遠 藤 泰 子   委  員  下 山 光 義 

委  員  佐々木 卓 也   委  員  奥 本 菜保巳 

委  員  澤 口 正 義   委  員  瀬 崎 雅 弘 

委  員  春 日 洋 子   委  員  小比類巻 雅彦 

委  員  馬 場 騎 一   委  員  森   三 郎 

議  長  堀   光 雄   副 議 長  加 澤   明 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．説 明 員   市長 ほか 

 

６．事務局職員   事務局長  長 根 正 登   次  長  中野渡 孝 英 

         議事総務係長  白 銀 壮太郎   主  査  中 嶋 泰 史 

主  査  星   佳奈美 

 

７．案  件   議案第１号から議案第８号までの計８件 

 

８．会議概要 

堤委員長：皆さん、おはようございます。今回の予算委員会の委員長を務めることになり

ました堤です。どうぞ、よろしくお願いします。 

 それでは、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る３月１０日の本会議において、議案第１号から議案第８号までの計

８件が付託されています。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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堤委員長：御異議なしと認めます。 

 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第１号令和５年度三沢市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

高橋財務部長：おはようございます。 

 それでは、議案第１号令和５年度三沢市一般会計予算の概要について御説明申し上げま

す。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ２３６億５,０００万円となり、前年度当初予算額と比

較いたしますと２３億９,１００万円、率にして９.２％の減となっております。 

 まず、歳入の主なるものにつきまして、予算書１１ページの歳入歳出予算事項別明細書

に基づきまして御説明申し上げます。 

 １款の市税につきましては、固定資産税及び市たばこ税の増収見込みなどにより、前年

度と比較し、２,６０４万７,０００円増の４６億７,６２０万１,０００円を計上しており

ます。 

 ７款の地方消費税交付金につきましては、前年度交付見込額及び国の伸び率等を勘案

し、前年度と比較し１億３,２１２万６,０００円増の１１億１,７２０万２,０００円を計

上しております。 

 ９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、前年度の交付実績によ

り、前年度と比較し５,０３１万円増の２１億８,２７９万４,０００円を計上しておりま

す。 

 １１款の地方交付税につきましては、前年度の交付見込み額及び国の伸び率等を勘案

し、前年度と比較し２,２１３万１,０００円増の５１億８,００６万５,０００円を計上し

ております。 

 １５款の国庫支出金につきましては、焼却施設整備事業費補助金の減などにより、前年

度と比較し１９億４,０３７万９,０００円減の４５億２,１８０万１,０００円を計上して

おります。 

 １６款の県支出金につきましては、青森県知事選挙執行経費委託金の増などにより、前

年度と比較し３,７８２万５,０００円増の１７億８,４５２万４,０００円を計上しており

ます。 

 １９款の繰入金につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金の増

などにより、前年度と比較し２億６,１３４万６,０００円増の１７億４,６８５万８,００

０円を計上しております。 

 ２２款の市債につきましては、償却施設整備事業債の減などにより、前年度と比較し９

億９,２９０万円減の１２億９,４３０万円を計上しております。 

 以上が、歳入の主な概要であります。 

 次に、歳出の主なるものにつきまして御説明申し上げます。 

 １２ページを御参照願います。 
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 ２款の総務費につきましては、防災行政用無線施設整備事業の減などにより、前年度と

比較し３億９,２１８万６,０００円減の２６億２,７５６万２,０００円を計上しておりま

す。 

 ３款の民生費につきましては、生活保護扶助費の減などにより、前年度と比較し１億３

３１万円減の７３億３,３９９万６,０００円を計上しております。 

 ４款の衛生費につきましては、焼却施設整備事業の減などにより、前年度と比較し２５

億９,５４７万６,０００円減の３８億１,６２４万円を計上しております。 

 ６款の農林水産業費につきましては、織笠地域集会所整備事業の減などにより、前年度

と比較し１億５,５８５万３,０００円減の５億２,５７９万４,０００円を計上しておりま

す。 

 ７款の商工費につきましては、１０市大祭典開催事業費の減などにより、前年度と比較

し２,０４７万１,０００円減の６億３,２３１万２,０００円を計上しております。 

 ８款の土木費につきましては、道路維持費の増などにより、前年度と比較し５億１,９

４８万１,０００円増の２７億７,７７８万１,０００円を計上しております。 

 ９款の消防費につきましては、水槽付消防ポンプ自動車整備事業の増などにより、前年

度と比較し１億５２万５,０００円増の１２億４３１万２,０００円を計上しております。 

 １０款の教育費につきましては、中学校空調設備整備事業の増などにより、前年度と比

較し２億９,２２０万１,０００円増の２９億８,８１９万３,０００円を計上しておりま

す。 

 １２款の公債費につきましては、長期債元金償還金の減などにより、前年度と比較し

１,０９４万３,０００円減の１４億６,０２４万３,０００円を計上しております。 

 以上が、議案第１号令和５年度三沢市一般会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：おはようございます。一般質問に続いて、トップバッターで質問させていただ

きたいと思います。 

 私の場合、予算概要の、こちらのところで、今年度、市民の要望等を反映させているな

というような内容も見受けられるのですけれども、また、減額等の項目もありまして、概

要書６ページの下段の老人福祉費、この長寿祝い金のところで、これを減額した理由をお

聞かせください。 

堤委員長：介護福祉課長。 

佐々木介護福祉課長兼地域包括支援センター長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 長寿祝い金は、長年にわたり社会に貢献している高齢者の長寿を祝福し、７０歳、７７

歳、８０歳、８８歳、９０歳、１００歳以上の方に支給するとともに、高齢者福祉の増進

を支援することを目的としております。その目的は、今も昔も変わらないわけですが、長

寿を祝福するという趣旨からいたしますと、支給開始から５２年が経過し、平均寿命は男

女共に約１１歳伸びていることから、支給対象年齢の見直しを行うものでございます。 

 支給対象年齢の見直しですが、７０歳、７７歳を廃止し、新たに９９歳の白寿の方を追
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加するものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 高齢化が進んで長寿の方々が増えているということで、最近は６０代というのはまだま

だ若いと、老人ではないというような、そうやって頑張っていらっしゃる高齢者の方もい

らっしゃると思うのですけれども、まず定義として、やはり次の敬老会のところで７０歳

以上の高齢者が対象になっているのです。これは７０歳以上、老人クラブというのは、今

規定どうなっているのか、６０歳以上で老人クラブに入会できるとなっているわけです。

そういった中で、この７０歳、７７歳の古希、喜寿、これを、何か私は何でこんなに削ら

なくてはいけないのかなと、ちょっと不思議なのです。これ、予算額にするとどのくらい

削るということになるのですか。 

堤委員長：介護福祉課長。 

佐々木介護福祉課長兼地域包括支援センター長：対前年度比ですと、８９５万円の減額と

なっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：当初予算２３０億円というような当初予算の中で、この８９５万円をどうして

も削らなければならなかったのかなというのは、ちょっと疑問に思います。やはり、今、

何回も言っているのですけれども、物価高騰と年金が上がらない、そういう中で、大変楽

しみにしている高齢者の方がいらっしゃいます。７５歳というと後期高齢者ですから、７

７歳で、これは受け取っていいものではないかなと思います。以前、説明を受けたとき

に、この長寿祝い金、こういう事業をやっているのは三沢だけだというようなお話もあっ

て、どこもやっていないのだったら、この７０歳はまだまだ若いので、８０歳からという

ふうに削減したと思うのですけれども、私は別にほかがやっている、やっていないは関係

ないと思います。要するに、三沢市に住む高齢者の皆さんに対する長寿の祝いの気持ち、

これが一番大事だと思いますし、今もう本当に年金が上がらないという中でこれを楽しみ

にしている方々に対する、やはり長寿をお祝いするという気持ち、これはやはり削るべき

ものではないと思いますがいかがですか。 

堤委員長：介護福祉課長。 

佐々木介護福祉課長兼地域包括支援センター長：先ほども御説明いたしましたが、支給開

始から５２年がたっておりまして、男女共に１０歳伸びていることから見直しをかけた

と。それと、他市町村の状況を見まして総合的に検討いたしまして、このような予算の提

起をいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：押し問答というか、この繰り返しになりますので、私はこれに対しては反対の

意を表したいというふうに思います。 

 次に、内容をちょっと聞かせていただきたいのですけれども、９ページの３３、健康推
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進対策費の地域医療支援学講座寄附金２,０００万円というのは、これはどういう内容の

ものなのでしょうか。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：資料を準備しますのでお待ちください。 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 地域医療支援学講座寄附金の目的としましては、青森県、特に三沢地域での重要な疾患

に関する研究の推進、実践を通じて地域医療の充実と住民の健康増進を図ることによっ

て、地域住民がライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる社会を実現するた

めに実施しているものでございまして、内容といたしましては、弘前大学に対しまして、

教員等の人件費等を寄附して実施するというものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 私もたしか病院のほうで以前に地域の医療をこれから充実させるために、大学に寄附金

を渡すという内容だったと記憶していたのですが、この健康推進対策債にあったので、こ

れは弘前大学に、病院ではなくて、こちらの一般財源というか、こちらのほうから寄附を

しているというふうな理解でよろしいですか。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、弘前大学に対しまして、人件費や旅費等を寄附して、三沢市

立三沢病院のほうで講座を行うということでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 納得しました。私、病院のほうからの寄附金なのかなと思っておりましたので、分かり

ました、よく。 

 次に、１０ページの４２。これ、新規の事業としてニュータウン検討基礎調査業務委託

料とあるのですけれども、どのようなことを調査するのでしょう。具体的にお願いしま

す。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのニュータウン検討基礎調査業務委託料の内容

について御説明いたします。 

 テレワークやワーケーションといった新しい働き方を踏まえつつ、三沢市における最新

の道路状況、それとインフラ状況等を調査することにより、将来の適正な住宅開発の検討

に資するものとして調査するものでございます。 

 住宅開発の検討に向けての資料の作成として検討候補地の状況等の把握と選定、あとは

整備内容、住宅地の規模の設定、あとは全体像、イメージパース等の作成、あとは概算経

費の作成となっております。 

堤委員長：奥本委員。 
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奥本委員：ありがとうございます。それを今聞こうと思っていました。 

 今、候補地というところでは具体的にどのような形で選定するのでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの候補地の選定について御説明いたします。 

 まず、基礎調査の作成ということで、候補地をしっかり選定するというよりも、市内全

体を見て、約５か所程度を抽出して調査したいなと思っております。あまり具体的にはあ

れですけれども、今考えているのは春日台、古間木エリア、あとはワーケーション等の絡

みもございますので、市民の森周辺エリア、あとは市中心部及びその近郊エリア、ここか

ら５か所程度を抽出したいなと思っております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 これ、住宅開発というとちょっと時間もかかりそうな感じがするのですけれども、今、

２０２５年まで住宅ローン減税というのが、この間その駆け込みで需要が増したのですけ

れども、今度はそれが延長されて２０２５年住宅ローン減税、これは控除を受けられるの

がこれまで１０年から今度は１３年に延長されるということで、これもまた駆け込み等、

様々な動き、この住宅を建てる、建築するに当たって影響があると思うのです。ですの

で、タイミングというのが大変重要になってきます。これ終わる頃に、これ入居が２０２

５年までに入居しなければならないとなっていますので、その辺の兼ね合いもあって、ス

ピード感を持ち、だらだらと調査するのではなく、やはりこの今の状況、しっかりとつか

みながら対応していただきたいと思います。これは要望です。 

 次に、すみません、順序が逆になりましたけれども、同じ１０ページの３９の項目で、

三沢市地域公共交通会議負担金、これあるのですが、この中に北部と東部地域における通

学時間帯以外のバス利用が少ない日中についてデマンド交通の実証運行を実施とあるので

す。これ、私ずっとデマンドタクシー等、これをなかなかバス停まで行けない、もしくは

北浜地域の方々が病院に行くにも買い物に行くにもタクシー使うと片道５,０００円かか

るということで、これを早く取り組んでほしいということは長年言い続けてきたのです。

ほかの議員もおっしゃっていましたけれども。その中で、今回どのような内容で取り組ま

れるのでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのデマンド交通についてお答えいたします。 

 まず、三沢市地域公共交通計画に基づいて、全ての市民が安心して移動できる環境を構

築するということで、ただいまのデマンド交通というのは課題の一つとして捉えておりま

して、今回はデマンド交通、予約があったときのみ運行する方式で、運行方式、運行ダイ

ヤ、発着地の自由度の組み合わせにより多様な運行形態を行うということを考えておりま

す。 

 現在、業務の内容といたしますと、運行管理のオペレーション業務、車両運行の業務、

あとは諸経費と考えてございます。 

 以上でございます。 



- 7 - 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：これはタクシー会社とかに委託する事業になるのか、それとも三沢市で直営で

やるのか、オペレーターも探しながら。例えば、最近タクシーに乗ったときに運転手がい

なくて、その方は八戸からわざわざ出張で運転手をしに来ていると。人が本当に足りなく

て大変だという話をされていたのです。人手が足りないと。八戸から来たので、ちょっと

三沢の地図も分からないというようなタクシーの運転手だったのですけれども、そういう

事情もあって、タクシー会社に全て委ねるということは、ちょっとだんだんに、人手の部

分でも、やはりタクシーの場合は免許も持っていなければいけないですよね、運転手、二

種とか。という部分もあって、それはどのように考えていらっしゃいますか。委託なのか

直営でやるのか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのデマンド交通の委託先についてお答えいたし

ます。 

 結論から申しますと、タクシーの協会のほうに委託したいなと考えております。既に２

回ほどタクシーの協会の代表者と打合せを行っておりまして、確かに議員おっしゃるとお

り人手不足というのはやはり課題の一つに挙げられております。その中で何とかこのデマ

ンドタクシーというものを行いたいということで、２回行っており、引き続きまた打合せ

で何とか協会のほうで対応していただきたいなと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうしますと、このタクシー協会に委託するということで、ほかの地域ではバス停にデ

マンドタクシーというか、デマンド車両でというようなケースもあるのですが、これはド

ア・ツー・ドアというか、直接予約された方の自宅の近くまでタクシーを使えるというこ

とになるのでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのデマンド交通のドア・ツー・ドアなのか、バ

ス停でやるのかというところにお答えいたします。 

 先ほどのタクシー事業者と２回ほど打合せをしておりますけれども、北部、東部、両地

区とも２回ほど、この件に関しまして打合せを行っております。そして、その中ではドア

・ツー・ドアの方法と、あと、ある程度主要な施設までの移動、自宅から例えば市役所、

病院、あとは大きいスーパーとかといったところのいろいろな方向で今検討、打合せを

行っているところです。まだ結論は、この後まだ打合せを行っていきたいなと思っており

ます。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 やはり、これからバス停の待合の整備も入っているのですけれども、それはやはり元気

な高齢者の方、年齢関係なく、元気な高齢者の方は１００円バスのほうがいいのだという
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方もいるし、中にはやはり足腰が弱くて動きたくても動けない、買い物に行きたくてもな

かなか行けない、ではタクシーとなるとかなりの負担になるということで、なかなか１０

０円バスに乗るというのは、ちょっと買い物をして、それからかなり何キロも歩かなけれ

ばならないとか、そのようなところになると、不便でかえってこのデマンドタクシーの意

味がなくなると思いますので、その辺は今審議中ということですから、ぜひともその辺り

を、元気な高齢者の方、そしてまた足腰が弱ってなかなかバス停からの距離があるという

方々に対しての住み分けというか、それぞれに対応できるような、そのようなシステムを

ぜひつくっていただきたいと。大変期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次に、先ほど言ったバス停の環境整備なのですけれども、ベンチを付ける、かなり進ん

でいると思うのですけれども、これ、やはり要望が結構多くて、全てのバス停にこのベン

チが設置されるということになるのでしょうか。１１ページの上から３番目、ナンバー４

６です。バス停待合環境整備事業、その新規の事業ですけれども、これ、全てのバス停に

そのベンチを付けるという事業になるのでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：バス停待合環境整備事業についてお答えいたします。 

 こちらは、箇所数としますと、今設置工事費は１か所当たり約２０万ちょっとと考えて

おりまして、その４か所、１か所につき２基ずつベンチを設置する、要するに８か所設置

するということで１６１万８,０００円の予算を計上しております。ですので、今回設置

するのは８か所となります。このベンチの設置につきましては、寄附を頂くということを

財源にして設置したいなと今考えております。バス停につきましては、バス停自体はバス

運行事業者のほうで一応定めて設置しております。ですので、そこには極端に言いますと

道路の脇に置いているバス停もございますので、なかなかベンチ等を置けない、道路上に

構造物は設置できないということになりますので、市のほうで設置するというのは難しい

箇所が多数ございますので、全てに設置するというのは無理かなと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 堀口のユニバースのところは道路から歩道のところに、ぎりぎりのところにバス停があ

りますので、あそこにベンチというわけにはいかないのかなとは思いますけれども、了解

しました。これは皆さん望んでいることですので、１００円バスを有効に使っていただく

という部分でも便利な形でお願いしたいなと思います。 

 あと、これはちょっと勉強させていただきたいというか、聞き慣れない機器なので、ど

ういうものなのか教えていただきたいということで質問させていただきたいと思います。

１２ページの情報提供施設機器整備事業の中のヘッドエンド設備とは何でしょうか。すみ

ません。これ、どういう内容なのでしょうか。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 こちらのヘッドエンド設備につきましては、ケーブルテレビの心臓部であるヘッドエン



- 9 - 

ドの機器に、放送するための機器になっております。前回更新から１０年以上経過し、た

びたび不具合が出ていることから、令和５年度に防衛補助金を活用して更新する予定と

なっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 すみません、専門用語でちょっとよく理解できない内容、中身が。これ、マックテレビ

のケーブル関係ということですか。経年劣化ということで設備の交換というのが必要だと

いうことでこれが計上されたということで理解しました。よろしいですか。付け加えてい

ただけますか。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：そのとおりでございます。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございました。理解しました。 

 ちょっと聞き慣れない、耳慣れないというか、ものでしたので、どういうもののことを

言っているのかちょっと確認をさせていただきました。 

 次に、これも素朴な質問だったのですけれども、１３ページの６４、公害対策費、こ

れ、自動車騒音常時監視業務委託料というのは、これはどういう、自動車の騒音、どのよ

うに監視するための、どこに設置して、どのように監視するためのものなのか、参考まで

に内容をお聞かせいただければと思います。 

堤委員長：環境衛生課長。 

種市市民生活部参事兼環境衛生課長：御質問にお答えします。 

 自動車騒音の常時監視業務委託なのですけれども、法律に基づいて、市内の主要な幹線

の自動車による騒音を測定するものです。過去には県のほうで行っていたのですが、現在

市のほうで事務委任を受けて行っているものです。主要な幹線につきましては、県道とか

市道の大きい路線を２か所ほど毎年調査をしながら、何年かかけて全体的な騒音の度合い

というものを測定器で測って調査していくものであります。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 これは騒音があった場合はどういう対策があるということになるのですか。これ県から

また委託されたもの、調査だと今伺っておりましたけれども、これを調査することによっ

てどのような対応というか、対処が考えられるのか。調べた結果、どのようなことになる

のですか。ちょっと勉強させてください。 

堤委員長：環境衛生課長。 

種市市民生活部参事兼環境衛生課長：その騒音というのがどういう要因で出ているのかと

いうのは、その数値とか軽減、長年調査しながら判断していくものと思います。どういっ

た形でその軽減が改善されていくかにつきましては、いろいろな要因があると思います。
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例えば速度だとか、そういうのも要因ではないかなと思っていますが、その辺は道路管理

者のほうとこれからそういうデータに基づいた改善をするためのベースとなるものとして

考えております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございました。 

 要するに騒音等でその住民生活とか、様々な、先ほどもスピードとか言っていましたけ

れども、そういう環境に関わるところで調査をして、必要であれば改善するため、そこで

道路をつくらなければならないとか、それぞれまた対処が必要になってくることかと思う

のですけれども、それを今調査しているということで理解いたしました。ありがとうござ

います。 

 次に、同じ１３ページの６６の合併処理浄化槽の設置の、これに対して下水道等事業計

画区域外で補助金を、合併浄化槽に切り替えた場合に補助金が出るという事業だと思うの

ですけれども、今の下水道等事業計画区域外、これ、対象になる件数はどのくらいあるも

のなのでしょうか。 

堤委員長：環境衛生課長。 

種市市民生活部参事兼環境衛生課長：ただいまの御質問にお答えします。 

 下水道を使えない区域、下水道計画から外れている区域の方が今回の合併浄化槽の設置

に一部補助金を活用できるという方になります。現在、この区域の外にこういった単独浄

化槽が現実的に何基あるのかというのは、なかなかちょっと把握しにくい部分があります

ので、何件かという部分には正確な数字は把握しきれない部分がございます。おおむね、

まだこういった浄化槽、古い浄化槽を使っている人というのは、現実的にはそういったお

宅はありますので、何十戸、何件とかというのはちょっと把握しきれない部分があります

ので、すみませんがその件についてはちょっとお答えが難しいものです。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうしましたら、事業内容を教えていただけますか。どのくらいの補助金がもらえるの

かということと、どのような内容、条件があるのか。 

堤委員長：環境衛生課長。 

種市市民生活部参事兼環境衛生課長：こういった浄化槽を合併浄化槽に替える際に、活用

できる補助金が１基当たり、想定が６人から７人槽という大きさの物を想定した場合です

けれども、１基に対して金額的には４７万４,０００円の補助金を活用できることになり

ます。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 これ、ぜひ当初予算これから審議等で閉会の日に議決されましたら、ぜひ実際に今単独

で使っている方々への補助金がこれだけあるということで、環境問題等にも影響が出てき

ますので、こういった部分でこの事業をぜひとも有効に使っていただけるように周知をし
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ていただければなと。まだ通っていないので言いませんけれども、そういうことを要望し

たいと思います。 

 次に、公共施設、１４ページの新規の事業で公共施設用駐車場整備事業というのがあっ

て、これは自衛隊官舎のことでしょうか。これ、自衛隊官舎を国から譲り受けて、それを

解体して駐車場にするというための事業計画ということでよろしいですか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの公共施設用駐車場整備事業について御説明い

たします。 

 委員おっしゃるとおり、桜町官舎の建物を撤去して駐車場にするという事業になりま

す。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 国が壊して、解体して三沢市に寄附していただくというのが一番だと思うのですけれど

も、これは今計画業務委託というか設計の段階だと思うのですけれども、これは全部市の

財源でやらなければならないのか。それとも、国庫補助があるのかどうなのか、その辺お

聞かせください。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの財源についてお答えいたします 

 こちらの用地は、既に市が国から購入しております。そのときに建物解体費も考慮した

金額で購入しておりますので、解体は市で行わなければならないということになります。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：そうしますと、値引きしてもらったという、安くしてもらったということだと

思うのですけれども、そうなると自腹でやらなければならないということで、この財源は

どこから持ってこようと思っていらっしゃいますか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの財源についてお答えいたします。 

 財源につきましては、市の単独費になります。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 かなりの市の財政、かかると思うのですけれども、これやはり基地絡みの９条交付金と

か再編交付金とか、様々なそういう基地交付金２１億円ありますよね。そういったものを

活用してということをにらんでの財源確保になるのでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの財源の補助の確保についてお答えいたしま

す。 

 こちらについては、補助メニューとすると合致するものがないと思いますので、やはり
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市の単独費で行わなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうすると、一般財源ということで、基地交付金も地方の消費税還元の交付金も、様々

いろいろもろもろ交付金がある中で、それが全部ごっちゃになって一般財源になるわけで

すから、その中でその負担をするということだと思ったのですけれども、やはりそういう

中で、これ、今急に、これ計画的に今回の駐車場にするという計画というのは前々から

あったのですか。それとも今急に予算のこともあり、タイミング的なものもあり、これは

何年もあそこに放置されていたと思うのですけれども、なぜ現在に至っているのでしょう

か。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの事業のタイミングについてお答えいたしま

す。 

 事業のタイミングというのは、やはり財政的な問題もございますので、そちらの絡みも

ありながら、やはり昨今イベント等で市役所周辺の駐車場が非常に不足しているというと

ころがまず１点でございます。あとは、今放置状態の桜町官舎ですけれども、やはりいろ

いろと老朽化して、使ってはいないものの建物が剥離したり、周りに飛散したりして影響

が出つつあります。既にもう出てきております。ですので、使っていないものであります

ので、早く管理、リスクも考えると早く撤去したほうがいいということもございます。あ

ともう一つは解体費用が年々増加しておりますので、これはなるべく早くやはり解体する

べきと考えて今回計上しております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 大変大きな事業になるかなと思うのですけれども、これは以前庁舎を行く行くは三沢市

も、かなり老朽化して、職員の皆さんがエアコンがない中で汗を流しながらコンピュータ

で仕事をされているのですけれども、こういう庁舎の建て替えということも念頭に入れな

がら、そのような準備段階で今実施しているのか。確かにいろいろ人件費もどんどん上

がってきていますし、解体するに当たっても年々公費がかかるとは思うのですけれども、

庁舎の建て替えとの関連とかありますか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの庁舎の建て替え等との関係についてお答えい

たします。 

 当然ながら、この用地を買った時点で庁舎の建て替えに関連する用地として購入してお

ります。庁舎の建て替えについては、現在市役所周辺施設統合部会というものを設置しま

して、市の内部のチームでいろいろと検討を重ねております。令和５年度も引き続き、こ

ちらの調査、検討を重ねたいと思っております。 

 以上でございます。 
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堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 やはり庁舎というのは災害時には、ここは一番の司令部というか、そのようなところで

大事なものでもあると思うのです。やはり庁舎も国の補助を受けられないのですよね。庁

舎だけだと受けられない。単独でやらなければならないという部分で、図書館なり、今の

公共、公会堂であったり、様々な子育て支援関係とか、いろいろなものを交えながら建物

を建てることによって、交付金を使いながらも庁舎を建てられるということもあります。

かなり老朽化しているということもあり、庁舎の建て替えもやはり考えていかなければな

らないのではないかなと思います。その辺も念頭に、財源もありますので、しっかりと対

応していただきたいなと思います。これは要望です。 

 最後に、２１ページの１３５、建物リフォーム等事業費とあるのですけれども、これは

今回も例年どおりの事業費だと思うのですけれども、前回、今年度はまだ３月までですか

ら確定の予算が出ているわけではないと思うのですけれども、これは今どういう状況で、

今回この予算額になったのか教えていただきたいと思います。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの住宅リフォーム事業費補助金についてお答えいたします。 

 本年度の予算額については２,５００万円ございまして、このうちの補助事業費部分が

２,３８０万円程度、あと事務費が１１７万円程度になってございます。このうち、交付

決定をしました金額につきましては１,９１７万１,０００円で、残額が５８０万円ほど

残っている状況にございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：大変資材等が高騰して、大工さんの工賃もどんどん上がってきていまして、そ

の中で、この補助の限度額、これはどのようになりますか。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：補助の金額につきましては、５０万円以上の工事を対象にしてござい

まして、その契約額の１０％を補助し、その上限については１０万円となっております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：リフォームを希望している方々に広く使っていただけるようにということで、

不公平感のないように、全ての方に、リフォームした方にこの補助金が受け取れるように

ということで、今回限度額を引き下げたということだったのですが、今の時点で５００万

円くらい、令和４年度は残っているということもあり、やはりこれ二つ提案したいのは、

やはりリフォーム事業、新築の事業もあるのですけれども、ちょっとメリハリ感がないな

というような感じがあります。やはり限度額もちょっと中途半端で、本当に資材が上がっ

ています。これはまだまだ続くだろうと言われている中で、やはり限度額は引き上げるべ

きだと思いますし、また住宅リフォーム、これは同じようなことをずっとやり続けている

のですけれども、例えばほかの自治体になると、やはり今地球温暖化対策としてエネル

ギー、断熱を中心としたとか、太陽光、これは太陽光もできますけれども、そのような今
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の時代に適したと言いますか、今やらなければならないような状況の中で、ずっと続いて

いるワンパターンというような気がして、もうちょっとメリハリをつけた事業内容を期待

していたのですが、今回もこれなのかというような気がしております。その点について、

予算、事業する際に、様々、環境問題となると経済部ではなくなってしまいますけれど

も、その辺も横のラインでこのような事業、様々検討していただければなと思ったのです

けれども、地球温暖化対策、断熱が大変省エネに効果があるということで国でもやってい

ますけれども、そういった部分に特化したものとか、様々な工夫をした事業内容、これ必

要だと思うのですけれども。これは経済部ではないかもしれませんが、お答えできる方が

いればそういうことについても回答いただければなと思います。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：住宅リフォーム事業の事業内容、または事業の補助金の上限等につき

ましては、今後、これまでもそうなのですけれども、いろいろ変わってきてございます。

今の形にはなってはいるのですが、実際に工事を請負している事業者の方や市民の方々の

御意見をお伺いしながら、その時代に即した形で対応していきたいと思っておりますの

で、今の御意見も踏まえつつ、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 ぜひ、今の時代に沿った内容というものに変えていただきたい。物価が高騰して資材が

高騰しています。そういったものもしっかりと把握しながら対応していただければと申し

上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

堤委員長：それでは、次に移ります。 

 舩見委員。 

舩見委員：予算概要書の１４ページの中ほど、７４番、先ほどの奥本委員に関連しまして

ですけれども、旧桜町官舎の解体工事ということで、財源は市単独費という御答弁でござ

いましたが、市の単費ならば、ゼロ市債の活用も検討すべきと思いますが、その辺に関し

てはどのようにお考えなのかをお示しください。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのゼロ市債の活用についてお答えいたします。 

 まずは今回設計をして、それから工事費算出、そして工事の、その事業費のボリューム

を見てどういう発注ができるのかというのを検討していきたいと思いますけれども、当然

ゼロ市債というところも検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 ぜひ活用されることを要望したいのですが、このゼロ市債について、３月に２件、３

件、４件と入札がございましたが、これからもございますが、これを知らない方、業者の

方も多くいると思いますので、今後はゼロ市債の周知方法についてどのようにお考えなの

か教えてください。 



- 15 - 

堤委員長：管財課長。 

角財務部参事兼管財課長：ゼロ市債の周知方法についてお答えいたします。 

 現在、工事発注になるときは公告しておりますが、その名称にゼロ市債とうたって公告

しておりますので、そちらのほうで周知になると思います。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 公告により周知ということでございますが、市のホームページ等ございますので、ぜひ

その辺も検討されていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 予算概要書の１９ページ、上から２番目１１６番のスケートボード競技需要調査補助金

について、その概要をお教えください。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えします。 

 こちらは、スケートボードの施設、建物を借りて施設を設置するというものなのですけ

れども、こちら概要書にある貸倉庫という表現があるのですけれども、ちょっとここら辺

の表現が齟齬と言いますか、適しておりませんでしたので、ちょっと訂正させていただき

たいと思います。こちらは商工会に補助金を出す形で調査を依頼するというものです。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 今商工会に調査依頼ということで、この調査される主体、これは商工会なのか行政なの

か、よろしくお願いします。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：調査自体は商工会が主体となって行うことになっております。 

 以上です。 

堤委員長：副市長。 

米田副市長：市民スポーツ課長から貸倉庫の記述が不適切だということがございました

が、誠にそのとおりでございまして、現物が存在しないし、かつ仮契約等も結んでいない

段階で、いわゆる査定段階で甘かったと言わざるを得ません。非常に不適切なのでお詫び

申し上げます。さらに、この査定の段階で甘かったということで、非常に反省しておりま

す。ただ、この事業につきましては、中心商店街でスケートボードの需要調査をするとい

うことでは変わりはございませんので、その点を申し上げたいと思います。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ただいま副市長のほうからお詫び申し上げるということで、何と申しましょう

か、分かりませんけれども、貸倉庫と表記がありますけれども、貸倉庫はなくても、この

スケートボードの需要調査の事業展開というのは今後されていくのか、支障はないのか、

それについてお聞きしたいと思います。 

堤委員長：副市長。 
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米田副市長：貸倉庫のプランがなくなっても、この事業は実行できるのかでございます

が、３月８日に商工会長とスカイプラザの社長が来庁しまして、スカイプラザの経営方針

に変更がありましたという報告がありました。その変更内容は、小売を縮小して、テナン

ト収入で安定的に行きたいと。そのテナントについても今まではアメリカナイズされたも

のということでございましたが、こういう御時世ですので、なりふり構わずというか、収

益が上がりそうなものは何でも視野に入れて受け入れたいというような方針転換が示され

ました。その後に、古間木商工会長からこのスケートボードの調査をするのであればスカ

イプラザでやってほしいという申し入れがございました。それを検討してほしいと。なぜ

かと言いますと、笑笑と魚民という飲食店二つあるのですけれども、どこでもコロナの影

響で笑笑のほうがなくなって、閉店になっています。三沢も例外なく、あそこが空き店舗

になる予定でございます。そこを可能であれば候補地の一つにしてほしいという申し出が

ございました。ですから、貸倉庫のほうが潰れてもそちらのプランもあります。市といた

しましては、視認性の非常に高い場所で設置というほうが好ましいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 事業展開には支障ないと。また、スカイプラザの笑笑が閉店し、商工会とスカイプラザ

のほうから、その空き店舗のところを活用できないかとのことで理解しました。 

 まず、行政と今後、商工会と連絡を密に連携していただいて、取り組んでいってほしい

と思います。子どもたちの日米交流も含めての場所の提供、事業となると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 予算書の２３９ページ、一番下の市民プール管理費について、修繕料が３７４万５,０

００円とございます。これについて内容を具体的にお示しください。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 修繕料の内訳ですけれども、ジャクジー用ろ過ポンプユニットの交換修繕及びプールの

モニター用センサーの交換及び幼児着水用プール強制循環ポンプモーターの修繕となって

おります。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。 

 温水プールのジャグジーの修繕、あそこは１年か１年以上使用不可となっておりました

ので、そこが直るということで理解しましたし、さっき幼児用、ちょっと聞き取れなかっ

たのですが、幼児用のプールの修繕も入っておりましたが、あれはウォータースライダー

の下の部分の修繕ということでしょうか。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：そうです、幼児着水用プールはウォータースライダーのちょうど

下のところにあるプールになっております。 
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 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。理解しました。 

 市民の方からウォータースライダーが使えない、ジャグジーも使えないということで、

多くの声が届いておりましたので、それが新年度予算が通れば改善されるということで、

一つよろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 予算書の２４５ページの国際交流スポーツセンターの運営管理に要する経費についてで

すが、修繕料が６７万４,０００円とございますが、その内容についてお示しください。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：スポーツセンターの修繕料についてお答えいたします。 

 こちらは、トレーニング器具の修繕一式及び防火設備の修繕一式等になっております。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 トレーニング器具の修繕、防火設備の修繕ということでございましたが、３月の初め頃

でしたか、小学生のバレーボールの大会がございました。それでちょっと見に行ったので

すが、メインアリーナのフロアが波を打っていると。また、大会用のバレーボールのネッ

トを立てる支柱の位置がちょっとずれていて、前の日、土曜日に会場設営するのに大変苦

労したと、どうにか立ったということを聞きました。また、フロアが１枚の板ではなく

て、集成材を細かくつなぎ合わせて、その１枚の板も波打っている状態で、それを多分波

打たないようにビスで打っているのですが、そのビスのねじ頭というのですか、これを隠

すためにだぼみたいな、だぼと言うのですか、木でやってならしているということで、そ

れもちょっと１ミリ、２ミリ出て、スライディングとかすると引っかかってけがをする状

況というのを見てきました。そのことについて担当課として、また執行部として情報があ

るのか。また、今後それについてどのように対応していくのかお示しください。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 御指摘のとおり、２月末くらいのバレーボール大会でそういった状況が見受けられると

いうお話を受けました。その以前の２月初めの頃の青森ワッツの試合のときには、そのフ

ローリングに隙間があるという御指摘もございました。先般、建設部にも御協力いただき

まして、フローリングの調査を行いました。その調査の結果が、過乾燥、乾燥しすぎてい

るということを言われております。原因といたしまして、あそこが床暖房でやっているわ

けなのですけれども、フローリング自体が五、六年かけて、木なので生きていますから伸

縮したりとかするのですけれども、今現在ちょうど６年目ということで顕著にあのような

状況が見受けられるようになりました。また、原因ははっきりとはしていないのですけれ

ども、昨年までワクチン接種会場でゴムマットを１年以上敷いていたわけなのですけれど

も、７月くらいに剥がしたときには、実は床にカビが生えておりました。カビが生えてい

たということは、それだけ湿度が高い状態になっていたということなのですけれども、そ
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の剥がした後に、今年の冬に暖房を強く焚いた影響があって、かなり縮みが激しくなった

と思われております。 

 今後の対応についてなのですけれども、この木の状態がこれ以上変わることがないとい

うお話を受けまして、まずは表面にサンダーをかけます。隙間はパテで埋めます。あと、

周りの淵のゴムがあるのですけれども、全体的に縮んでおりますので、そのゴムの部分の

修繕も行います。それが終わった後に塗り直しまして、ラインを引き直すという形になる

かと思います。工程的には大体１か月から２か月かかる予定となっておりますので、でき

れば来年度の補正で予算を計上して、ちょっと工期は、いつ工事できるかというのは、も

う来年度の予約が詰まっておりますので、その当たりをちょっと調整しながら検討したい

と思っております。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございます。 

 原因は過乾燥やワクチン接種会場として、使用した際のゴムマットによる湿気等々、あ

と床暖房の下のダクトの温度設定というのも少し聞いたのですが、その辺だと思います。

あと今後はサンダーかけて、ならす、パテ埋めするということで、工期は１か月から２か

月かかるが、今後は予定が入っているということで、当然大会で使用されると思うのです

が、そこで大会中のけががもし起こった場合の責任というのはどこになるのか、どのよう

にお考えなのかお示しください。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 まずは、そのバレーボールの大会でもそうなのですけれども、隙間のやはり段差がござ

いますので、ラインテープのベージュのものがあるのですけれども、とりあえずはその

テープを貼って隙間を埋めていくという形になろうかと思います。もちろん、万が一そう

いった場合にけがをしたとなりますと、当然市の責任になるかと思いますので、競技をや

る上ではそういう状況があるということを競技者たちに周知した上で実施していただくと

いうことをさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

堤委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。 

 隙間はテープで埋めるとか、けががないように周知、箇所を周知するということです

が、あそこは、国民スポーツ大会の会場になっておりますし、前年度にはミニ国体があ

り、銃剣道は裸足で行う競技で、フロアはそのままですので、その辺も間に合わせるよう

にしなければいけないですし、けががないにこしたことはないので、その辺重々周知徹底

して取り組んで、また早期の改修工事に取り組めるよう、担当課でも協力して取り組んで

いってほしいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

堤委員長：次にありませんか。 

 田嶋委員。 
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田嶋委員：予算概要書でお話ししていきたいと思います。１４ページの７６になります。

新規の内容でトンネル補修工事費が入っております。こちらの内容につきましてお伺いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

堤委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：トンネル補修工事の概要について御説明いたします。こちら

は平成２７年度に県で整備を行いまして、２８年度末にトンネルの引き渡しを受けまし

て、供用開始をしているトンネルでございます。こちらのトンネルを、２７年度には県で

点検を行っておりまして、その後、令和３年度にトンネルの定期点検を行いました。それ

をやったところ、丁番等や側壁でクラック、ひび割れになりますけれども、ひび割れな

ど、また、コンクリートの浮きとかがありました。そちらが見受けられたところの補修工

事を行うものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 比較的新しい構造物と言いますか、そんなイメージを持ちながらもすぐこういう内容が

出てきているというのは、今後においても、この補修工事に対してかかってくる要素とい

うのはありそうでしょうか。 

堤委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：ただいまの今後においてもということですが、こちらのコン

クリートの浮き、ひび割れに関しては、何とか今回の工事で補修をしまして、しばらくは

大丈夫かと思います。このトンネルの保守点検、点検につきましては、一応５年ごとに点

検を行いまして、そちらのときに判断をするという形で、簡単なものに関しては、そのま

まずっと見て、状況を見るという形になりますけれども、第三者に危害を、影響を及ぼし

そうなものに関しては、その都度補修をしていくというような形になるかと思います。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 なぜこの話をするかというと、結構な構造物になっていますので、今後においてもやは

りこういった補修費なりというのが想像されるわけなのですが、これは市道になっていま

すので、市の予算で修繕なりというのが考えられると思うのですけれども、これに関して

県の補助なりということで、今後補修というものが考えられるのかどうなのか。また、実

質今回の内容に関しても、県の補助なりが出るものなのか、その辺につきましてお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

堤委員長：土木課長。 

土木課長：補助の採択を受けられる、県の補助が出るのかどうかということですが、こち

らに関しましては、今回もですが、国交省の補助事業で、補助率５５％という形で補助を

頂いて修繕をするという形になります。今後も同じくこういうことがありましたら、県の

ほうに、国交省のほうに要望いたしまして補助を付けていただくような形で進めてまいり

たいと思っております。 
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 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。実際橋ができて、これからいろいろな環境が変わっていくので

はないかという期待も込めながらも、ただ橋の補修費というのは相当かかるのではないか

という不安を感じておりました。今のお話を聞きながらも、少し安心させていただきまし

た。ありがとうございます。 

 続きまして、２１ページの一番上の１３４の企業誘致費についてお伺いします。この企

業誘致のパンフレット作成だとか、あと、その下の企業立地プロモーション動画制作業務

委託料という、この二項目につきまして、内容的にどのようなものをお考えになっている

のかお伺いします。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの企業誘致費のパンフレット制作業務委託料及び企業立地プ

ロモーション動画制作業務委託料についてお答えいたします。 

 こちらは、いずれの委託料についても市内の企業誘致の活動に当たって、これまで

ちょっとコロナ禍であったために首都圏等でのＰＲ活動がなかなかできなかったのですけ

れども、来年度は積極的に展開してまいりたいと考えております。その中で必要となって

くるパンフレットやポスターの制作、また動画の作成をしまして、ＰＲ活動を展開する予

定になっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 企業誘致ということで考えますと、比較的製造業の考え方が多いように感じます。た

だ、製造業もやはり人件費を削減するという考えから、どちらかというと機械化を念頭に

置きながら工場の設置というようなことを考えているように感じるのですけれども、そう

いった場合に、実際、この市内の方々がお勤めになれるような環境になるのかどうなのか

ということなどがやはり考えられるわけなのですが、せっかく企業誘致しても市民の方の

働く場所というのが少ないというようなことになりかねない中で、この企業誘致について

どのようにこれから進めていこうとしているのかお伺いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの企業誘致の在り方とか業種等についてお答えいたします。 

 これまで当市では、委員御指摘のように製造業を中心とした企業誘致を展開してまいし

ました。しかしながら、社会情勢の変化によって、特に若年者層の方々の就職を希望する

先がＩＴ系であったり、事務系を希望される方が増えてきてございます。そのような時代

背景に応じまして、２年前に当市では企業誘致の条例改正を行いまして、ＩＴ関係の部分

の強化とか、あと業種についても物流関連とか研究関連業の追加をしてございます。さら

に今現在の状況を見ましても、まだまだめまぐるしく、そのような雇用情勢が変わってお

りますし、人口減少の状況がどんどん深刻化しておりますので、企業誘致は業種等も広げ

ていったりとか、さらに力を入れていかなければならないと考えておりますので、その辺
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も踏まえて検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 本当にそういった意味では、いろいろな職種を併せて考えていただきたい、そのように

感じるところですが、併せましてお願いしたいと言いますか、要望としてお考えになって

いただきたいのですが、今三沢の子供たちは、本当に教育委員会の努力もあって英語が使

える子が増えてきていると感じております。しかしながら、三沢に帰ってきて、その高い

語学力がありながらも、職場がないと。三沢基地が一番手っ取り早いというか、そういう

場所になっているようには感じるのですけれども、しかしながら、意外に仕事がないとい

うような子供たちがいらっしゃるなというようなことを感じております。そんな中で、外

資系の企業なんかもそうですし、そういった企業が三沢に来ると、また三沢の環境という

ものが変わるなということを感じております。ぜひそういった意味でも職種を今増やして

いただけるという話も出していただいておりますので、そういった考え方もできるのかど

うなのか、その辺をお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの御質問についてですけれども、三沢市はこれまで、三沢市

の利点をＰＲしまして、例えば空港が立地されているとかというような部分でＰＲ等を実

施してまいりましたが、そのような語学力等についても米軍基地がある関係もございます

ので、その辺もＰＲしまして、様々な業種の企業に立地していただけるように今後ちょっ

と検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

堤委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 ぜひ、子供たちも非常に活躍している中で、三沢で働ける環境というのをどんどんつ

くっていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、１６ページの９４番、９５番で中央公園の整備事業と春日台のせせらぎ公

園整備事業がありますが、この整備工事の主なる概要と、この公園、金額がせせらぎ公園

が非常に大きいのですけれども、この要因と言いますか、大きくかかる要因というのは何

になるのか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

堤委員長：都市整備課長。 

沼辺建設部参事兼都市整備課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ９４の中央公園整備事業ですが、今現在中央公園、まずはトイレの改修、今年度はトイ

レの改修及び駐車場の改修を実施しております。令和５年度におきましては、大型のあず

まやをセットいたしまして、そこにはバーベキュー等はその場でできるような、屋根をか

けてバーベキューができるような形で整備。その次は令和６年度になりますが、いわゆる

インクルーシブ遊具の設置を考えております。以上が中央公園の整備概要になります。 

 次に、春日台せせらぎ公園ですが、こちらの公園は経年劣化によって施設がまず老朽化

しているのが一つと、あそこは春日台地区等からの水が流入してせせらぎという特色を持
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たせた公園となっていますが、その流水に、やはり土砂等が一緒に流れてくる関係で、池

を設置しているのですが、そこに土砂がまず二、三年くらいで堆積して、毎回しゅんせつ

していると。それに結構な費用がかかっていたということもありますので、そのまず土砂

対策を行うのが一つです。もう一つは、周りの地形よりも低い公園となっておりましたの

で、今現在バリアフリー化が一切行われていないということで、そのバリアフリーに特化

した大きなスロープを設けることが必要になりましたので、それがまず事業費が大きくか

かる要因となっています。今回、事業費といたしまして、工事費が、整備工事が１億１,

６８０万９,０００円ということで計上させていただいていますが、総事業費といたしま

しては、現在２億５,０００万円から２億７,０００万円程度を想定しております。 

 以上でございます。 

堤委員長：それでは、次に移ります。 

 小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：それでは、よろしくお願いいたします。私からは大きく３点ほど質問

させていただきたいと思います。 

 まず、概要書６ページ、予算書では１２５ページですが、共生社会推進費、こちらの中

に街なか動きやすさ研修調査業務委託料というのがあるのですが、この内容を教えてくだ

さい。 

堤委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：共生社会推進費のうちの街なか動きやすさ研修調査業務委託料の事業内

容について御説明いたします。 

 街なか動きやすさ研修調査事業につきましては、障害及び障害者理解、心のバリアフ

リーの推進に関するプログラムで、小中学校児童生徒を対象にユニバーサルマナー教室等

を実施しております。令和５年度は障害当事者講師から心のバリアフリーなどについて学

ぶ、先ほど申しましたユニバーサルマナー教室を継続で実施するほか、本年１０月の施行

を目指し、現在基本方針を取りまとめ、関連条例案、規則改正案の検討を作業しておりま

す公共施設使用料等の障害者への減免制度の開始を踏まえた公共施設の指定管理者等に対

する研修を実施する予定としております。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：ありがとうございました。 

 この共生社会推進費なのですけれども、オリパラの事業から新しく入ってきた費目だと

私理解しているのですが、その頃は、やはり子供たちの情操とまちづくりと市民へのパラ

リンピックを通してユニバーサルな考え方を浸透させようということで、非常に多くの事

業が占めていたところだと思います。それがだんだんこうやって取捨選択されてきたの

か、しているのか。それとも、その子供たちの事業は教育委員会とか、いろいろなところ

にばらけさせて、その今までやってきた事業は守っているのか。どういうスタンスで、今

見ると共生社会と言っても障害者ですとか、そちらのほうに今シフトしているように見え

るのですけれども、ここをどのように政策として地域生活支援事業を残そうとしているの

か。そちらの市のほうの方針、考えがありましたら教えてください。 
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堤委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず、今年度、令和５年度の当初予算に計上いたしました共生社会推進費につきまして

は、委員御指摘のとおり、障害者の自立と社会参加を促進いたしまして、当市が目指しま

す共生社会実現のために様々な理解促進・啓発、また先ほど申し上げましたユニバーサル

デザインのまちづくりなどについて、これまで昨年度は地域生活支援事業費の中で全ての

経費を計上してございましたが、地域生活支援事業費につきましては、非常に多岐にわた

るメニューがございまして、予算執行管理上、非常に難しいところがございましたので、

今年度につきましては、事業を新設いたしまして、予算計上させていただいたものでござ

います。 

 考え方につきましては、委員御指摘のとおり、これまでオリパラの推進を契機といたし

まして、児童生徒を対象にした様々な事業を実施いたしてきてございますが、パラリン

ピック大会が終了後もこれまで培ってまいりましたこれらの事業につきましては、小中学

校においては非常に高い評価をいただいておりますので、先ほど申し上げましたまちなか

動きやすさ研修調査事業におけるユニバーサルマナー教室、また事業費の中には講師謝礼

の中に含まれておりますけれども、パラアスリートなどのトップアスリートを学校に派遣

いたしまして、実施する事業等、これまで実施してきた事業につきましては、引き続き三

沢市の共生社会推進における、オリパラ推進におけるレガシーとして継続して実施してま

いりたいと考えてございます。 

 事業費につきましては、例年これまでとほぼ同規模の事業費となっておりますので、内

容につきましては若干これまでと違った取組も予算計上しておりますけれども、引き続き

まして、三沢市の共生社会の実現に向けて、これまでのレガシーを今後も継続して実施し

ていけるように取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：これまでのレガシーをというお話をいただきました。ありがとうござ

います。 

 やはり必要な、残しておいて必要な事業だと思うのですけれども、ただもう一つ、すみ

ません、突っ込ませていただきたい。ＳＤＧｓ、これについて、最初は目標ということで

したが、だんだん国連でも国でもそれに対する、ＳＤＧｓに対する取組を具体的に自治体

に求めてきているような流れがあります。その中で、この共生社会というのが、この事業

がそこに当てはまってくるのではないかなと思うのですけれども、そうすると、そういう

障がい者を中心としたユニバーサルな考え方だけでいいのか。市として、どう中心として

考えるのか。それともほかに政策としてＳＤＧｓに対しての事業というのを展開はしてい

るところがあるのか。もしくはその計画があるのか。そこを教えてください。 

堤委員長：障害福祉課長。 

堀障害福祉課長：ただいまのＳＤＧｓと関連させた共生社会、障害福祉の取組だけでよい

のかという趣旨の御質問かと理解いたしましたので、お答えいたします。 

 当市が目指します共生社会、ユニバーサルタウンにつきましては、障害のある、なしだ
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けではなく、年齢、性別、様々な多様性を尊重する、全ての人が幸せに輝いて暮らせる共

生社会を目指すという趣旨でございます。来年度の第二次三沢市総合振興計画後期基本計

画の中におきましても、共生社会の推進というものにつきましては、庁内横断的に取り組

んでいくこととしております。 

 新規の取組といたしましては、事業費の、講師謝礼の中に含まれておりますけれども、

今年度実施いたしましたグローバル＆ダイバーシティキャンプという事業がございます。

グローバル＆ダイバーシティキャンプにつきましては、今年度補正予算で実施いたしまし

たけれども、来年度も引き続き国際交流課と当課、障害福祉課が連携して、共同して実施

していく事業を予定しております。このグローバル＆ダイバーシティキャンプにつきまし

ては、これからの共生社会を担う若い世代におけるグローバルな視野と多様性や包摂性へ

の理解を促進するために、市内の中高生を対象に異文化への理解、あるいは多様性の重要

性について学ぶ事業でございます。このように障害福祉の観点だけではなく、異文化理解

あるいは国際理解、人種・言語を超えた、そういうＳＤＧｓの観点にも配慮した事業を実

施することといたしております。それ以外につきましても、庁内の各課においては、ＳＤ

Ｇｓの観点を踏まえた事業展開をしていくものと実施しておりますが、当課においては今

申し上げましたとおり、当課の事業、障害福祉の観点だけではなく、そういった異文化理

解、国際交流課との連携を図った事業を展開して実施したいと考えてございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：副市長。 

米田副市長：ＳＤＧｓの取組、市がどのように取り組んでいるかということでございます

が、一つの課ではなかなか答えにくいものですから、私のほうからお答えいたします。 

 市にとってのＳＤＧｓというのは、持続的に市民生活が向上していく取組、そのように

考えております。この考え方に基づいて、全ての事業執行について、ＳＤＧｓのどこに当

てはまるかを職員が考えながら事業執行していくと、そういう体制で臨んでおります。 

 先般、第二次三沢市総合振興計画の説明をさせていただきましたが、その中でもＳＤＧ

ｓのどの部分がこの政策とマッチしているのかを明示するような構成になっておりますの

で、そのような取組でございます。 

 以上であります。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：担当課と副市長から答弁いただき、ありがとうございます。 

 やはり、総合振興計画、文書の中でもこのように明示されている、これは分かるのです

けれども、非常に広く、多岐にわたっておりますので、やはりその中でこうやって共生社

会推進費の中を見ると、障害者福祉的な事業が多いと、そちらのほうがそういう共生社会

なのだろうと思われがちになりますので、いやそうではないのだよ、やはり子供たち、自

分たちの生活の中でだんだんそういう気持ちを育んでいくものなのだよということを強く

意識しながら、またまちづくり、バリアフリーとかでもそれはお年寄りだけではない、そ

ういう施設なのだよということを意識させるような取組方法をこれからしていただきたい

と思って、非常に評価しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 こちらの件としては以上です。 
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 次に、予算書のほう、予算書の１８１ページです。 

 観光客誘致対策事業、ここが事業としてはいいのですけれども、今までと変わらずなの

ですが、実は令和３年、４年と変わらずの予算額になっております。実は、私ここ、すご

く大事だと思うのです。ウィズコロナで、もう今日からマスク外してもいいよと、移動も

自分たちの自主性に任せてやってください、国ではどんどん移動に補助金出しますよ、宿

泊しても補助金出しますよ、それをどんどん推進しているところで、今までもウィズコロ

ナに合わせて観光業界ですとか、テレワークですとか、仕事というのをどんどん誘客す

る、そういう準備を整えておかなければいけないですよというのは、いろいろな委員会、

こういうところで、議会でも話が出ていたと思います。もう、この予算を組むときには、

この５月からそういうのが解禁になりますよということは、国の方針が出ていたはずなの

ですが、予算が変わらないと。これはちょっと後手に回ってしまうのではないかな、周辺

の市町村との競争でも。思うのですが、市としてここの予算、予算措置というか、こうい

う誘客事業、ここの予算は変わらないのだけれども、どういうところに重きを、こういう

こともやっているのですよというような、そういう誘客事業に対しての市の取組というの

がありましたら教えてください。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの観光費の中の観光客誘致事業費補助金の関係と、今後のコ

ロナ禍以降のインバウンド等も含めた観光事業の強化についてお答えいたします。 

 まず、観光客誘致対策事業費補助金につきましては、こちらはＭＩＳＡＷＡぐるっとバ

スの運行事業に対する事業でございまして、三沢市内の各観光施設をぐるっとバスで回っ

ていただく、土日であったり、夏季、あと冬季の夏休み、冬休み期間中に運行されるバス

の運行費になってございまして、金額が変わらないという状況になってございます。 

 ちょっと事業名等がなくて分かりにくいのですが、こちらの観光費のうちの協力者謝

礼、あと費用弁償、あと食糧費等に計上してあるのですけれども、来年度、シンガポール

国立大学の短期留学生の方々を青森県内の７市町、６の市と一つの町でシンガポール国立

大学の学生たち、約２０名程度を想定しているのですけれども、来ていただきまして、メ

インはむつ市のほうに多く滞在されるのですが、各市のほうにお招きして、各自治体のＰ

Ｒ等を実施するとともに、今後のシンガポール大学の学生たちの活動にも役立てていきた

いという事業を展開する予定になってございます。 

 また、観光振興費になりますけれども、ページが次の１８３ページまで行くのですが、

こちらの下から二つなのですが、寺山修司没後４０周年記念事業費補助金、あと温泉スタ

ンプラリー補助金、こちらが来年度新規に計上した予算でございまして、こちらは外国人

というよりは日本人の旅行客等をターゲットにした新規で展開する予定の事業となってご

ざいます。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：ありがとうございました。 

 今、ここはバスで回る予算だけ、事業補助、その他インバウンドの取組も計画はあると

いうことでした。最後に紹介していただいた温泉のほうの事業です。これ、ちょっとすご
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く興味がありますので、集客というか、三沢市の特色という観光の中でも私興味がありま

すので、ちょっとその中身について教えてください。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：ただいまの温泉スタンプラリー補助金について御説明いたします。 

 こちらにつきましては、今年度、令和４年度に三沢市内の温泉施設６軒の方々が青森県

の公衆浴場組合のほうに加入されまして、三沢支部というものを立ち上げてございます。

こちらの公衆浴場組合三沢支部の方々のほうで新しく事業展開としまして、市内の各温泉

のほうに来ていただいた方々に対してスタンプカードを配布し、各６軒の温泉スタンプ全

てを押した場合には無料の入浴券をプレゼントするというような事業を展開される部分に

対する市からの補助金を交付する予定になってございます。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：それは対象者ですとか期間というのは、今、具体的なもの、もう少し

教えていただけますか。 

堤委員長：産業観光課長。 

中村産業観光課長：こちらの補助事業の対象としましては、まずは市民の方々が公衆浴場

を利用することも想定してございます。観光客の方々についても、温泉のほうをＰＲした

いと考えておりますし、温泉を活用した観光の振興という部分も狙ってございまして、そ

のような方々については、６箇所全て回るというのがなかなか難しいものですから、その

スタンプカードを用いて、応募方式にしまして、無料券の配布ではなくて、地場産品のプ

レゼントという形の事業を予定しているものと、あと、こちらの予算ではないのですが、

三沢空港振興会のほうの協力も得つつ、三沢空港を利用された方が、そのチケットの半券

を持っていけば温泉を利用できるという事業等も実施したいと考えてございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：ありがとうございました。 

 非常に三沢の特色というか、観光産業になり得る温泉施設というものだと私も思ってお

りました。すごくそこからスタートするというのはいいと思います。やはり、４月、自衛

隊を中心に、原燃もそうですけれども、非常に人の入れ替えがあるといったところで、市

民になった方々にそういうのを利用していただいて、三沢のいいところを知っていただく

というのはすごくいいのではないかな。ですから、市民の方々にそういうことが提供でき

るというのはすごくいいことだと私も思っておりますし、できれば、それであれば食事で

すとか、レストラン、食事する場所、そういうところでもこういうスタンプラリーという

のは可能なのではないかなと思います。今回はあれですけれども、ぜひそういう取組をい

い例にしていただいて、どんどんそういう領域を広げていっていただければなと思いま

す。よろしくお願いいたします。この件は、これで終わります。 

 最後なのですけれども、概要書の１９ページ、総合体育館の管理費です。これ、弓道場

だけが管理委託料となっているのですが、この内容を教えていただけますか。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 
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根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 総合体育館につきましては、今年度いっぱい、３月３１日をもっておおむね休館という

形になります。ただ、弓道場に関しましては、まだ利用がございますし、まだ解体する予

定はございませんので、その期間は弓道場は使っていただくというように考えておりま

す。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：弓道場だけを開けて、ほかは、体育館のほうは閉めるということが可

能だということで、弓道場を修繕しながら使っていくということだと思うのですけれど

も、要は先ほど舩見委員からの質問でもありました。大きな体育館のほう、そちらが非常

に今、要は使いづらい状況だということであれば、去年も結局コロナの関係でそちらの体

育館を使えないので１年延長したという経緯があったはずなのです。だったら、今年もも

う半年くらい延長をかけて、もうきれいに、スポーツセンターを夏くらいまでに直してし

まって切り替えをする、そういうことも可能なのではないかなと思うのですけれども、そ

ういった検討はされたのでしょうか。そういう検討はできないのでしょうか。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：御質問にお答えいたします。 

 まずはスポーツセンターの件につきましては、この２月と言いますか、先日分かったも

のでして、まず予算という意味においては間に合わないということもございます。また、

総合体育館につきましては、老朽化が激しいことと、あとは耐震の問題もございます。老

朽化しているのが結構電気設備であったりとか、そういった部分の更新をするということ

になりますと、今度費用面でかなりの額を要するということもございまして、今回は弓道

場だけを使っていただくという形で予算を計上させていただいております。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：老朽化しているということで耐用年数を超えてしまっているというこ

とで使えないということでした。であれば、去年まで使って、今の３月まで使うというこ

となのでということもあるのかもしれませんが、隣の官舎は、スポーツのほうから移ると

思います。隣の官舎は今もう解体する計画が動くということなのですが、ここの体育館

も、要は敷地としては市民の方はセットだと考えるはずなのです。その体育館のほうの撤

去の計画が今年盛り込まれていないのですが、どのような計画になっているのか教えてく

ださい。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：ただいまの質問にお答えいたします。 

 桜町官舎を一気に壊すのか、順次１棟ずつ壊していくかということもございますけれど

も、それに伴って総合体育館も取り壊していくということで今は検討しております。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻孝幸委員。 

小比類巻孝幸委員：具体的にはもう来年度調査が入るということでいいのですか、そうす
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ると。一気にということは。それとも再来年度以降に調査をかけるというか。要は年次計

画みたいなのが分かったら教えてください。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 

根岸市民スポーツ課長：今の段階では具体的に完全にこの年度という形ではないのですけ

れども、予算自体はまだ私どもは計上しておりません。弓道場が残っておりますので。そ

の桜町官舎の取り壊しの進み具合を見て、当然取り壊しの設計等、予算計上していくこと

になるかと思います。 

 以上です。 

堤委員長：補充説明。副市長。 

米田副市長：解体の計画ですけれども、かなり年々高くなっておりまして、一挙に解体費

を予算化して発注しますと莫大な金額になります。分割して、やはり舩見委員からの予算

の平準化ということもありましたが、長い年度にたってたくさんの業者に行きわたるよう

に、予算を分割してやりたいと思っています。具体的にどこをどのようにやるのか、

ちょっと公共施設管理計画がございますので、財政課長のほうからお願いします。 

堤委員長：財政課長。 

栗原財政課長：御質問にお答えいたします。 

 具体的な話というのはまだまだ詰めている段階ですので、現状として話があるのは、官

舎に関しては３棟一遍にではなくて、１棟ずつ壊していく感じでは考えているところで

す。総合体育館に関しては、その後辺りを目指してという段階での今考えはありますけれ

ども、まだまだこれから調整しなければならないところもありますので、こんな感じにな

ります。 

堤委員長：この際、午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５８分 休憩 

──────────────── 

午後 ０時５５分 再開 

堤委員長：休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 副市長。 

米田副市長：一つ訂正いたしたいと思います。 

 午前中、スポーツセンターのフローリングのたわみの件で、コロナのマットを敷いたこ

とによってたわんだと思わせるような説明がございましたが、正しくはそのマットが原因

であることも否定できないという専門家の見解でございますので、訂正いたします。 

堤委員長：次の質問を受け付けます。 

 久保田委員。 

久保田委員：私のほうからは五つ、手短にやらせていただきたいと思います。 

 まず一つ目なのですけれども、ちょっとすみません、予算書の８７ページ、こちらのＬ

ＩＮＥ市政情報配信システム保守業務委託料というところ、１４５万２,０００円計上さ

れておりますけれども、こちらについて、保守業務の中身、これが例えば先方が何か主導

権を取ってくれるような保守の話なのか、それともこちらが主導権を取るような保守契約

の中身なのか、それについてお聞かせいただきたいと思っております。 
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堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ＬＩＮＥ配信システムの保守業務でございますけれども、これは昨年度から継続して、

昨年度契約いたしました株式会社トランスコスモスという会社に、継続して保守を委託す

るものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：御説明いただきまして、ありがとうございました。 

 私も自分でウェブサイトに関わったりとか、そういうシステム系に関わっていたりする

ものなので、大体保守契約というものがどういうものなのかというのは大体想像がつい

て、大体こちらが主導権を取らないと先方が何もやってくれないというか、こちらがこう

いうのをやりたいと言ったときに修正してくれたりとかするのは一般的だと思っていまし

て、割とコンサルティングとかアドバイスまではなかなか頂けないことが多いのではない

かなと思っています。今、こういったシステム、去年からつくられたということなのです

けれども、私はつくるときよりもつくった後の運用のほうがすごく大事なのではないかな

と思っていて、日々いろいろなことを改善していかなければいけないと思っています。そ

うした中で、やはり外部の人をうまく活用して、外側から何かアドバイスをしてくれる人

ではなくて、内側からいろいろ、例えば見栄えとか、あと情報のセグメント配信とかも今

後やっていく中で、情報をうまく切り分けとかもしていく中で、ちょっとそういうアドバ

イスをしてくれる方とかも今後活用していくべきだと思っておりまして、そういった方を

そろそろ使っていくべきなのではないかということで、こちら言わせていただきました。

これはすみません、要望で終わります。 

 次に二つ目なのですけれども、予算書のほうで１０９ページ、概要書のほうになります

と２２ページにあります証明書等コンビニ交付サービス事業費です。こちらについてまず

は概要を御説明いただきたいと思います。 

堤委員長：市民課長。 

伊藤市民生活部参事兼市民課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まずこちらの概要ですけれども、コンビニ交付は住民がマイナンバーカードを利用し

て、全国の約５万６,０００店舗のコンビニ等に設置されているキオスク端末で証明書を

取得することができるサービスで、行政サービスのデジタル化への取組、また住民サービ

スの向上を目的として実施するものです。令和５年中のできるだけ早い時期の運用開始を

目指しており、住民票と印鑑登録証明書の発行を行うものです。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：御説明いただきまして、ありがとうございました。 

 １点質問がございまして、取得できる証明書について、先ほど住民票と印鑑証明書と二

つをお話しされたと思うのですけれども、ほかの自治体ではそれ以外に戸籍とか、各種税

証明を取得できるようなサービスを展開している自治体がありますけれども、当市では令

和５年度に住民票と印鑑証明書に限定していると認識していますが、その限定している理
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由をちょっとお答えいただきたいと思います。 

堤委員長：市民課長。 

伊藤市民生活部参事兼市民課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回三沢市では、導入及び運用経費、申込みをしてからサービス開始までの期間、シス

テム障害発生時の安全性などを検討しまして、自治体基盤クラウドシステムを利用してこ

のサービスを実施することといたしました。現在このシステムでは、住民票と印鑑登録証

明書のみの発行となっておりますが、運営している地方公共団体情報システム機構では、

国が進めています地方自治体の情報システムの標準化、こちらの動向を見ながら発行でき

る証明書の種類を増やす予定となっているとのことであります。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：御答弁いただきまして、ありがとうございました。 

 最後要望で質問ではないのですけれども、県内でも昨日の３月１３日時点でコンビニ交

付できる自治体というのはすごく少ないので、三沢市としてすごく取り組まれて、すごく

すばらしいと思っています。周辺自治体がどうなっているかと言うと、お隣のおいらせ町

とかは、戸籍とか各種税証明取得できますし、六戸町も各種税証明とか戸籍を取得できま

す。そういう周辺自治体と移住・定住で争っている自治体でもあって結構そういうところ

で比較されてしまうのではないかなということもありますので、そういった周辺自治体と

の競争に負けないように市民サービスの向上の観点で言って、そういった戸籍や各種税証

明の取得なども三沢市で早い時期に行えるようにぜひとも検討していただければ幸いで

す。 

 こちらの質問は以上で終わります。 

 ３点目、予算書の９３ページになります。 

 ふるさとまちづくり寄附金推進事業費について質問させていただきますが、こちら第

二次三沢市総合振興計画の中で、寄附件数を増やしていくということを目標に掲げられ

ていると思いますが、現時点で令和５年度の寄附件数をどれぐらいの目標としている

か、教えていただければと思います。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ふるさとまちづくり寄附金の件数なのですけれども、令和３年度の実績が２,１８４件

の件数がございましたが、令和４年度も大体同じくらいの件数で推移してございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございます。 

 ちなみに１点お聞きしたいことが、現時点での三沢市の返礼品の数、そちらが幾つなの

かというところをちょっとお知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 現在、大体４９件の返礼品がございます。 
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 以上でございます。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございます。 

 最後に要望のほうで終わるのですけれども、自治体ワークスとかをちょっと見て、私も

どうやったらふるさと納税の納付額を増やせるのかということを考えたときに、自治体の

返礼品の数とある程度寄附の総額というのが相関している関係にあるみたいなことを示さ

れたデータとかもあって、確かにメディアとかで今いろいろなところでふるさと納税でき

るような仕組み、今三沢市で準備されたと思うのですけれども、商品数が多ければ多いほ

ど検索に引っかかる率というのは当然上がってくると思っているので、寄附件数よりも私

はまずは返礼品の商品数を増やしていくというところをまず目標として掲げていって、例

えば令和５年度、令和６年度にかけて今よりも２倍、３倍に返礼品を増やしていくという

ことが大事なのではないかと思っておりますので、こういった返礼品自体を増やすための

取組、施策を今後ぜひ御検討していただきたいなと思っております。この点、以上になり

ます。 

 次に、四つ目で、概要書のほうの１０ページ、お試し移住助成金です。こちらについ

て、まずは概要のほうを御説明いただきたいと思います。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：お試し移住助成金について御説明いたします。 

 まず、事業の内容ですけれども、当市へ移住を検討するために訪れ、二泊以上滞在する

方に対象経費の２分の１、上限４万円を助成するものでございます。短期間でも実際に当

市を体験することで、移住後の生活をより具体的にイメージしてもらうということと、あ

とはまた、市としても移住希望者を把握することで、より具体的な後押しをすることがで

きると考えております。４万円が補助上限ですので、２０人を見込んでおります。対象経

費の内訳は、交通費、宿泊費、レンタカー借上料等で考えております。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：御説明いただきまして、ありがとうございました。 

 そのお試し移住助成金に対して、これを実施していただくに当たって、広くプロモー

ションとか認知みたいな、お知らせすることとしてどういったことを現時点で考えられて

いるか、お知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：この事業は、あまり発信してどうのこうのというより

も、まずは皆さんに市を体験していただいて、施設等も実際に体験していただく、また、

市の職員とも面談等を行って、いろいろとディスカッションしながら、当市の魅力を教え

ていきたいなと、また、体験していただきたいなという事業になりますので、特段その

方々に何らかＳＮＳ等で発信をというところまでは、今現在では考えておりません。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：御説明いただきまして、ありがとうございました。 
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 この質問した理由なのですけれども、昨年、当会派のほうで個人研修視察を行わせてい

ただきまして、愛媛県西条市のほうでシティープロモーションについて視察を行ってきま

して、大変有意義な視察を行うことができたのですけれども、その中で西条市の取組がす

ごく参考になりましたので、それに関連した話を今させていただきますが、プロモーショ

ンをすごく頑張られていて、特にコンサルタントを入れていてプロモーションをやられて

いた事例がすごくあって、各メディアに露出をすごく頑張られていて、お金をかけないで

もメディアに取り上げてもらえるようにすごく頑張って発信をしていたということをやっ

ていました。お金をかけなくてもできるような仕組みがあったので、そういったプロモー

ションをぜひ三沢市でもできればということで、そちらを要望させていただきまして、も

う一つ要望が、西条市では実際に誰かが来るときに、もう本当に全部オリジナルの移住の

ツアーみたいなことを組むような形になっておりまして、職員だけではなくて、サポー

ターみたいな方も実際にアテンドしてくれたりして、完全オリジナルのアテンド型のツ

アーを企画したりもしていましたので、三沢市でも今回お試し移住助成金が入っていると

思いますから、対象者に対してオリジナルの何かツアーみたいなことを企画することに

よって移住者の満足度を上げることができるのではないかと思っておりますので、そちら

のほうを検討していただければと思います。 

 これで四つ目終わりまして、最後、午前中のほうに上がりましたスケートボード場の件

についてちょっとお話をさせていただきたいと思いまして……。概要書の１９ページのほ

うで、スケートボード競技需要調査補助金について、こちら午前中のほうで副市長のほう

から現状スカイプラザの笑笑の空き店舗の部分をちょっと使っていくというところで御回

答いただいていたとは思ったのですけれども、まずはそういったところで実施するとき

に、例えば高さ的な制限とか、あとは騒音の問題とかたくさんあると思うのですけれど

も、そういったところがまず解消されるのかどうかというところ、そういったところが

ちょっと疑問に思っておりまして、そちら現時点で構いませんので、そちらについて

ちょっと回答いただければ幸いでございます。 

堤委員長：副市長。 

米田副市長：現時点でのスケートボードの設置場所、候補地としてスカイプラザ内の笑笑

の跡地、計画が上がっているのですが、高さはいいのではないかというのが商工会長の意

見です。商工会のほうでニーズ調査を行うものですから、商工会の意見は極力、場所とか

調査の仕方、あと、どの程度のデータを取るか等についても市と協議するのですが、その

中でも意見は十分尊重したいなと思っています。騒音の問題、これ、まちなかでやりた

い、まちにスケートボードを利用して人の流れをつくりたいということですので、どこで

やっても音は出ると。その音についても嫌悪感があるとか、この時間帯はやめてほしいと

か、そういうのもデータとして取りたいと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：久保田委員。 

久保田委員：御説明いただきまして、ありがとうございました。 

 いろいろ令和５年度にやられていくということで、その中でいろいろと検討していただ

ければと思いまして、あとはもう１点確認したかったのが、この金額の中で間に合うのか
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と言いますか、どこまでできるのかと言いますか、今５８７万円計上されておりますけれ

ども、この５８７万円という金額で何をどうするのかみたいなところ、具体的に、現時点

での想定で構いませんので、ちょっと教えていただければ幸いでございます。 

堤委員長：副市長。 

米田副市長：５８７万円の中には、スケートボードの設置する費用と、あと場所の賃料、

それと商工会の手数料とか人件費等を含んでおります。場所については、当初予定してい

たところよりも、こちらのほうが非常に地価の高い部分ですので上がるかなとも思ってお

ります。なるべく、まだまだ日にちが、解体して本当にそこでできるのかどうか確認する

まで、まだ日数がございますので、その間に賃料等の交渉、さらにはこの額で間に合うか

どうかの検証もしたいと思います。もし、足りなくなるかもしれませんが、余る可能性も

ございます。賃料だけで考えると上がる可能性がありますが、期間がちょっと短くなる可

能性を考えますと、これで間に合うかなとも考えております。 

 以上です。 

堤委員長：質疑を次に移ります。 

 遠藤委員。 

遠藤委員：では、私から４点ほど質問させていただきます。 

 予算書の９１ページ、概要の４４になりますけれども、女性政策推進事業費ということ

で予算を組んでいるのですけれども、この地域女性活躍推進業務委託料というのは具体的

にどのような目的でどんなことをやるのか教えてください。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 こちらの地域女性活躍推進業務についてですけれども、内閣府の男女共同参画局が実施

する地域女性活躍推進交付金を活用し、妊娠や出産、ＤＶや貧困など、多様な困難を抱え

る女性を対象にした相談支援、また、社会復帰に向けたセミナー、女性用品の配布などの

事業を市内の社会福祉法人に委託をして実施するものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：相談支援とかセミナーとかという、具体的にもっと中身は決まっているので

しょうか。 

堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 相談支援については、事業所というか事務所を構えまして、そちらに女性が相談に行

く、また、支援という形で、ＤＶとかで住むところがなくなった方の居住する場所を与え

たりとか、あと、その女性の社会復帰に向けた各種セミナーを行うなどの事業でございま

す。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：これは、今後も継続する事業、１年の契約で７３０万円の契約になっています

けれども、委託料が、今後も継続する事業として捉えてよろしいですか。 
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堤委員長：広報広聴課長。 

東広報広聴課長：お答えいたします。 

 この事業は、昨年の９月から行っている事業でございまして、これからも国の交付金が

あれば、このまま継続してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ありがとうございます。 

 国の交付金があれば継続するということで、交付金がなければ検討するという内容で理

解しましたけれども、よろしいですか。理解しました。 

 続いて、同じく９１ページになりますけれども、結婚支援事業費ということで、いろい

ろと結婚新生活支援金とか、結婚メモリアル助成金というのを行っているかと思いますけ

れども、これの内容なのですけれども、市内、市外の割合を教えていただきたいと思いま

す。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの結婚新生活支援金及び結婚メモリアル助成金

の市内、市外の区分についてお答えいたします。 

 まず、結婚新生活支援は、これ全て市内の方になっております。 

 次のメモリアル助成金につきましては、令和４年度につきましては、３１件ございまし

た。そのうち、市内は１８件で５８％、市外は１３件で４２％となっております。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：このメモリアル助成金に関しては、市外の件数も半数近くというか、１３件あ

るということでありましたけれども、これは他市町村というか、その関わっているところ

からの支援も受けている事業ですか。たしか三沢だけの事業かと思いますけれども、お答

え願います。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：こちら、エリアとしますと、上十三・十和田湖広域定住

自立圏の範囲での方々が対象になっておりまして、定住自立圏の範囲の中では三沢市だけ

が実施している事業でございます。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ありがとうございます。 

 事業として三沢市がお金を出しているものは、できるだけ三沢市民が使ってほしいなと

いう思いでの質問でした。 

 続いて、予算書の１２７ページになります。下のほうですけれども、社会福祉センター

管理費の中の、１の土地借上料ということで、土地の借上料が１３万４,０００円計上さ

れております。これは毎年予算計上されているようなのですが、どこの社会福祉センター

の土地を借りているのか、概要についてお伺いいたします。 

堤委員長：生活安全課長。 
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河村生活安全課長：お答えいたします。 

 こちらの社会福祉センター管理費の土地借上料についてでございますが、現在使用して

おりませんが、天ヶ森地区に以前に補助事業で建てた集会所がございます。そちらまだ取

り壊しに至っておりませんで、建物が建ったままになってございます。そちらを現在天ヶ

森牧野組合というところから借り上げておりまして、そちらに対して毎年支払っているも

のでございます。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：すみません、今聞き逃したかもしれませんけれども、借りていないというか、

使っていないということでの予算ということで理解してよろしいですか。 

堤委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：天ヶ森地区には、現在市民の方は居住しておりませんので使っており

ません。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：であれば、この土地、借上料に関しては、今後どのような方向で考えているの

でしょうか。 

堤委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：この建物についてですが、天ヶ森地区、砂森地区の移転に際し、使わ

れないことになったものでございますが、その当時まだ補助金の耐用年数の関係で取り壊

すことができないでおりました。鉄筋コンクリートの堅固な建物なもので、今現在も取り

壊すめどが立っていないことから、使用していなくても土地を借りている状況となってい

るところです。 

 以上です。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ちょっと私理解できないのですけれども、その建物自体は市の建物として建っ

ているということですか。 

堤委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：私ども生活安全課所管の社会福祉施設となってございます。使われて

はおりませんが、そういう位置付けになっております。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：すみません、しつこいようですけれども、この場所に関しては、今後、これか

ら先、いつまで借りるのかということをお伺いしたいと思います。 

堤委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：速やかに取り壊ししたいところですが、先ほど申し上げたとおり、鉄

筋コンクリートの堅固な建物でございまして、取り壊し費用にちょっと費用も要するとい

うことで、現在検討しておりますが、こういった支出が続かぬよう、できるだけ早く取り

壊せるようにしたいと考えております。 

 以上です。 
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堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：必要のないものは、当然そこに建って、不要な物として、やはり、であれば、

予算のほうもいろいろ、大した金額ではないというのではなくて、やはり必要か必要では

ないかということと、使用しているのか、使用していないのかとか、そこら辺のほうが問

題になるかと思いますので、今後きちんとした検討をお願いしたいと思います。 

 最後になります。予算書の２５０ページ、給与費明細書について質問させていただきま

す。先日、議案説明会で質問させていただいておりましたけれども、数字に誤りがあった

とのことで、正誤表が届きました。この前は、学校教育支援員等、課からの要望というこ

とで説明を受けておりましたけれども、内容も変わっているということでの説明もありま

したので、再度お伺いしたいと思います。２５０ページの下段と、２５２ページの上段の

部分の職員数についてなのですけれども、通常勤務職員の１８人減の要因と、括弧書きの

短時間勤務職員の５４人増の理由について、内訳を教えていただきたいと思います。 

堤委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：大変失礼しました。ただいまの御質問にお答え申し上げま

す。 

 まず、今回このような形で正誤表での対応ということで、大変申し訳ございませんでし

た。 

 御質問がございました２５０ページの一般職の総括の中の括弧書き、ここについての誤

りについてお答え申し上げます。 

 まず、括弧内の４１４人から３３９人に誤ったことにつきましては、この括弧内の人数

については、再任用短時間勤務職員、それから会計年度任用職員を合わせた数字となって

ございます。今回の誤りですけれども、４１４人中、発掘作業員、それから今回、令和５

年度に青森県議会議員、それから三沢市長選挙、それから青森県知事選挙、最後に三沢市

議会議員選挙ということで、四つの選挙の事務がございますけれども、この選挙事務等含

めた、発掘等含めて、合計７５名について、人為的なミスによりましてダブルカウントし

てしまったというのが誤りの原因でございます。したがいまして、ダブルカウントをした

７５名を引いた３３９名について、短時間勤務職員の人数となります。 

 続きまして、２５２ページの会計年度任用職員、イでよろしかったですか。 

（「よろしいです」と呼ぶ者あり） 

田中総務部参事兼総務課長：令和５年度の会計年度任用職員の括弧内、３８２人から３０

７人となった誤りについてでございますけれども、先ほど申し上げましたように発掘作業

員１６名、それから選挙事務等の事務員５９名、合わせまして７５名がダブルカウントと

いうことで、７５名を差し引いた３０７人が短時間勤務の会計年度任用職員となりまし

て、その差が３８名ということになります。 

 まず、職員数の内訳ですけれども、正職員、それから再任用フルタイム勤務職員、フル

タイム勤務の会計年度任用職員となっておりますけれども、令和４年度の職員数４２４名

と比較して１８名減という要因ですけれども、令和５年度から行政職の再任用職員、フル

タイム勤務で勤務していただいていましたけれども、ここを原則短時間勤務のほうへ変更

してございます。これらのことから職員数が１８名減となったものでございます。 
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 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：減の原因は、再任用の職員が１８名、長時間勤務から短時間勤務に変わったと

いうことで理解しましたが、２５３ページのところも訂正があったかと思います。トータ

ルで職員数が４０５名と、本年度、会計年度任用職員１名を足して、本年度は４０６名に

なったということで記入されているかと思うのですが、その括弧書きのところが９３人と

いうところが７７人に変更になっていて、最終的には比較、１８と括弧３０から１４とい

うことで変更になっているかと思うのですが、それについてはいかがですか。 

堤委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 ２５３ページの職員数の異動状況中、令和５年度の短時間勤務職員の括弧内９３名から

９７名に誤ったことなのですけれども、ここの数字は給料の支給者数となっております。

９３名中、発掘作業員が１６名についてダブルカウントをしてしまったということで、こ

の１６名を差し引いた７７名が令和５年度における給料の支給を受ける短時間勤務職員の

職員数となりますけれども、会計年度任用職員の給料等につきましては、令和元年度まで

は臨時的任用職員、非常勤職員として、賃金でお支払いをしておりましたけれども、地方

自治法の改正によりまして、令和２年度から会計年度任用職員として賃金から給料、それ

から報酬のほうへ切り替わってございます。地方自治法では給料を支払わなければならな

い職員というのは、短時間勤務職員、それから発掘作業員や学校作業員等の単純労務に関

わる職員となっております。あと、それ以外の事務員の職種については報酬を支払わなけ

ればならないというような規定をされておりますので、今回はこの給料の支払いを受ける

７７名というのは、内訳として再任用の短時間職員が３２名、そして作業員等の会計年度

任用職員が４５名ということで７７名となります。 

 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：先ほどの答弁にちょっと遡るのですけれども、会計年度任用職員もいろいろと

臨時的に選挙とかいろいろ増えていますということでのお話でしたけれども、今後、来年

度選挙がなくなったときには、当然その職員数は減るということでよろしいでしょうか。 

堤委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：そのように考えてございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ありがとうございます。 

 一応、数字的なところでの、私たちも分かりづらいところがありますけれども、先ほど

の説明で大体理解しました。今後、やはりこういうような再任用職員とかに関して短時間

という形になったというお話ではありましたけれども、やはり再任用職員の中では短時間

の仕事ではちょっと生活的なものとかいろいろなことで難しいと思っている方もいるかと

思いますけれども、その辺、本人にいろいろ確認しながら進めているということでよろし

いですか。 
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堤委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：お答え申し上げます。 

 再任用の希望をまず聞きまして、どういった職種、あるいは時間も３５時間以内なので

すけれども、それ以外で自分の働き方を自由に選択できるようなことで聞き取りを行って

実施しております。 

 以上でございます。 

堤委員長：遠藤委員。 

遠藤委員：ありがとうございました。再質問ありませんので、ありがとうございます。 

堤委員長：質疑、次の方。 

 下山委員。 

下山委員：私のほうから２点ほど質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、予算概要書の１４ページ、ナンバー７０の清掃センターの整備事業につい

てでありますが、まずはこの整備事業についての概要説明をお願いいたします。 

堤委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 この清掃センター整備事業でございますが、既存の施設に対する整備費を計上している

予算でございます。まず、こちら三つございます。第１点目、清掃センターの補修工事の

工事内容でございますが、既設の井戸を使って、今焼却をしているのですけれども、新し

い施設のほうに、その井戸水は当然新しく掘削して供給しているのですけれども、バック

アップをする機能がちょっとございませんものですから、既設の井戸を利用して、非常時

に備え、新しい施設のほうへもつなぎ替えるという工事でございます。 

 あと、もう１点が清掃センターの敷地の東側に最終処分場が新しいほうと古いほうとご

ざいます。そちらの古いほうの最終処分場の敷地を囲うネットフェンスが経年劣化により

まして腐食いたしました。こちらの修繕費を清掃センターの補修工事費の中に組み込んで

おります。 

 次に、焼却施設補修工事の内容について御説明いたします。こちらは、今既存の焼却施

設も新しい施設の完成に伴い、もう使用しなくなる部分につきましては、有害物質も含

め、閉所をしなければならないということで、例えばですけれども、焼却炉の中の灰です

とか、そういったものも全て清掃をして、今後焼却炉の蓋が開かないようにしたりですと

か、あとはダイオキシン類ですとか、そういったものを収集して、動いているバグフィル

ターという機器があるのですけれども、そちらまでの配管類ですとか、そういったものか

ら腐食により有害物質が外に漏れ出さないようにする作業がございます。こちらの費用を

計上しております。 

 三つ目でございます。粗大ごみの処理施設補修工事でございます。こちらにつきまして

は、新しい焼却施設の計量のシステムと同様のシステムを現在の粗大ごみの施設について

も改修する必要がございます。そちらにかかる費用を計上しております。また、今料金徴

収している徴収機、自動販売機みたいな券売機があります。そちらについても表示と、あ

とは集計するデータとか、そういったものも全て新しい施設へ取り込めるような形に、中

身からデータが出てくるように改修する工事費を計上しております。 
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 工事内容につきましては、以上でございます。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：説明ありがとうございました。 

 今聞いていますと、工事の内容、これが新しい施設とかぶっている部分があるように聞

こえるのですけれども、これについてはどの部分がどのようにかぶっているのか、それを

ちょっとお知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 古い施設と新しい施設との整合性と言いますか、今我々のほうでは日々計量システムな

り、あとは自動券売機なり、全てデータを集計している機器類はあるのですけれども、新

しい施設で今後計量するに当たり、今のシステムの改修、互換性がないということで、今

調査した結果、やはり新しいものに交換しなければならないという関連性がまず一つ。あ

と、先ほどお話ししました井戸水の件でございますが、基本的には新しい施設、焼却施設

に対する井戸の本数というのが１本となっておりまして、今せっかく既存の井戸水がござ

いますものですから、何とかこれを新しい施設に取り込んで、どちらかの井戸が故障な

り、何か障害が起きた場合、どちらからでも水を供給して、焼却を続けられるようにとい

うことで、予算計上させていただいております。 

 以上でございます。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：井戸のほうに関しては、新しい施設のバックアップであるというような受け取

りでよいと思いますので、それはそれで結構だと思います。 

 それから、清掃センターの補修等工事、焼却施設の補修工事、これがありますけれど

も、伺っていますと今ある清掃センターの周辺の環境整備、それと有害物質等々の閉じ込

め工事、それに約８,４００万円かかるのであるという説明であったと思います。この工

事に関しては、当然環境問題、有害物質等々の問題で悪影響を及ぼさないための工事だと

思うのでありますが、この工事に関して、具体的にどのような形で進めていくのか、そこ

ら辺の説明をお願いいたします。 

堤委員長：清掃センター所長。 

岡部清掃センター所長：ただいま御質問にありました、先ほどお話ししました、今使って

いる施設の閉所作業に伴う具体的な内容についてということでお答えさせていただきま

す。 

 先ほどちょっとお話ししましたが、焼却炉、そちらのほうの清掃をして、もう蓋が開か

ないような、恐らく鉄で溶接をして、もう蓋が開かないような状況になると思います。あ

と、焼却後のそのダスト類と言いますか、先ほどちょっとすみません、ダイオキシンとお

話ししましたけれども、ダスト類を吸着する、あるいは吸引する機器類とか様々ありま

す。そちらについては、非常に有害物質を含んでおりまして、そこまで接続するパイプ類

ですとか、あるいは薬品類と言いますか、キレートですとか、そういった薬品を混ぜなが

らダイオキシン類を封じ込めて、その灰を処分するとなっております。その薬品に関して

も、非常に有害物質を含む物もございますので、その薬品のタンクの中、こちらも清掃し
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て封じ込めます。あと、さらにお話ししますと、重油類、そちらも外部に流出、要は土の

下でございますので、なかなか発見しづらいのですけれども、そちらも全て抜き取りをし

ます。抜き取りをして、きれいに清掃をして、蓋をするという作業がございます。具体的

に言いますと、そういった形。さらに言いますと、４９メートルほどの高さのところに煙

突もございます。煙突の上にも今現在蓋をするということで。一番ちょっと費用かかるの

が、そこまで上がっていく足場、そういったものを設置するのに、今費用がちょっとかか

るのではないかなということで、このような８,４００万円という、ちょっと高額ですけ

れども、そういった予算計上になっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：環境問題ですから、環境に関してはその環境に十分留意し、慎重に工事を進め

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、予算概要１６ページ、ナンバー９７の駅東団地建替事業についてでありま

すが、まずはこの事業についての概要説明をお願いします。 

堤委員長：建築住宅課長。 

沖澤建築住宅課長：駅東団地建替事業の概要について御説明いたします。 

 駅東団地は、昭和４３年度に建設され、管理戸数３６戸、コンクリートブロック造平屋

建ての市営住宅で、既に建築から築５０年以上が経過しまして、老朽化が著しいことから

全面建て替えを行うものであります。 

 全体事業の概要といたしましては、令和３年度に入居者の仮移転をいたしまして、令和

４年度に既設建物の解体工事、令和４年度、５年度の２か年で造成及び外構整備工事を行

いまして、令和５年度から８年度までの４か年で建物を９棟２０戸の建設工事を計画して

おります。 

 以上が全体の説明となります。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：全体の説明として、建物、これから先、全部で９棟、それを建てて整備をして

いくということであると思います。実際的に私も現場を拝見させていただいて、今の状態

は基礎工事、道路の一部が見えているように感じました。道路の土木工事、そういう状態

だと思いますので、これから８年度にかけて整備をしていくということだと思うのです

が、これから建つ棟数、これから全部で９棟予定しているはずですので、その中身、どの

ようなものがどういう形で建っていくのかというところ、ちょっと説明をお願いいたしま

す。 

堤委員長：建築住宅課長。 

沖澤建築住宅課長：来年度以降の建物がどのような形で建てていくかという御質問ですけ

れども、令和５年度、６年度の工事といたしましては、木造の２階建ての３ＬＤＫを２棟

４戸、そして木造の平屋建ての２ＬＤＫを１棟２戸の計３棟６戸の建設工事を予定してお

りまして、こちらのほうは債務負担行為ということで２か年の事業となっております。そ

して、令和６年度、７年度で１ＬＤＫ３戸、平屋建てですけれども、こちらのほうを１棟

建てまして、さらに２ＬＤＫ２戸の平屋建てと、あと２ＬＤＫ２戸の平屋建ての計３棟７
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戸を予定しております。そして最終年度となりまして、７年度、８年度でありますけれど

も、こちらのほうは１ＬＤＫを２棟５戸、そして２ＬＤＫ１棟２戸ということで、３棟７

戸を建てる計画で、全部で９棟２０戸の建設工事予定となっております。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございました。 

 これから９棟２０戸分を整備していくということだと思いますので、市営住宅ですか

ら、やはり市民に快適に暮らしていただくための住宅であると思いますので、それは私た

ち行政の方にとって、それは使命であると思いますので、そこを十分把握した上で、時代

に沿った、ニーズに沿った建物を慎重に建設計画を進めていっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

堤委員長：次、ございませんか。 

 佐々木委員。 

佐々木委員：それでは、私から何点か質問させていただきます。 

 まず、予算書の９１ページ、お願いしたいと思います。２番目の地域公共交通対策費の

中のバス停ベンチ設置購入費支援補助金、これの概要についてまずはお知らせいただきた

いと思います。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：バス停ベンチ設置購入費支援補助金について御説明いた

します。 

 三沢市地域公共交通計画に基づき、高齢者や障害者などにバス待合環境を構築するた

め、個人または団体等が民地に設置するバス停付近のベンチの費用の一部を補助するもの

でございます。１基当たり１０万円を上限としまして、１０件、トータル１００万円を計

上するものでございます。こちらは地権者の了解を得た場所に、個人または団体がバス停

付近の民地にベンチを設置する費用となります。その一部を補助するということになりま

す。したがいまして、設置場所はバス停付近の民地で、想定しているのは町内会など地元

が要望する民地と考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 バス停付近の民地に設置するのですよということですが、これまで既にその民地に設置

されているという例はあるのでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：バス停ベンチは、三沢市が整備したベンチが１５か所、

あとは周辺施設、例えば郵便局とか大型スーパー等が設置したベンチが２か所、あと地元

の方々が手作りだとか置いていただいているというところはトータルで１５か所、トータ

ル３２か所が設置しているものと認識しております。 

 以上でございます。 
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堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 これまでも市のほかにも民間等、設置している場所もあるということで理解をいたしま

した。午前中の奥本委員の質問の中で、市のほうが設置するというのも分かりました。今

回、待合環境の整備ということで、二つの事業が盛り込まれているのですけれども、単純

にぱっと考えると、何となく市のほうが設置してくれればいいなという思いもあるのかな

とは思ったのですけれども、いずれにしてもこの両者の事業は、とにかく待合環境の整備

につながるということで大変いいことだと思います。 

 そこで、一応午前中の質問にも答えが若干出ていたのかもしれませんけれども、もう一

度この二つの事業の線引きというか使い分けについて、しっかりと市民のほうにＰＲ等す

るという方向性を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

堤委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまのバス停待合環境と、あとはバス停ベンチ設置

購入費支援補助金、こちらの違いです。まずはバス停ベンチ設置購入費支援補助金につき

ましては、民地の方が設置していただくところに我々のほうで１か所１０万円の補助金を

補助したいなと考えております。そしてもう一つのバス停待合環境整備につきましては、

こちらは市のほうで市の用地に、例えば歩道等の安全な用地に設置するバス停ベンチで

す。しかもこちらにつきましては、１基当たり２０万円くらいの寄附金をいただいて整備

を進めたいなと考えております。したがいまして、こちらの市で設置するところにつきま

しては、まずは安全性をしっかり確保したいなと考えております。例えば除雪作業等に支

障のない場所等もしっかりと考えたいと思いますし、転落等によって車道のほうに飛び出

ることがないように安全柵等がついている場所というのも選定したいなと考えておりま

す。 

 あとは、バス停ベンチのＰＲについてです。こちらはホームページ、広報、あとはマッ

クテレビ等で周知したいなと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 寄附で実施するというものもありますので、寄附の募集等もしっかりやっていただきた

いと思います。これについては終わります。 

 次に、予算書の９７ページをお開きいただきたいのですが、交通防犯対策費の交通整理

員設置費補助金、前年度同額の２０９万１,０００円計上されています。まず、その概要

についてお知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：お答えいたします。 

 交通整理員設置費補助金についてでありますが、三沢交通安全協会が実施している市内

の小学校の通学路に交通整理員を配置する事業に対しまして補助金を交付するものでござ

います。具体的な事業内容といたしましては、三沢交通安全協会が交通整理に３名を雇用

して、市内の小学校３校、古間木小学校、上久保小学校、岡三沢小学校、この３校の通学



- 43 - 

路のうち、特に交通量の多い交差点３か所に、朝・夕の登下校時、朝・夕１時間半ずつ、

合わせて３時間、それぞれ１名の交通整理員を配置する事業でございます。 

 以上です。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 現在、古小、上小、岡小、交通量の激しいところに３名交通安全員、協会のほうで配置

しているということで理解をいたしました。大変子どもたちにとっては、ありがたいとい

うか、安全・安心の確保ということでいい事業だとは思うのですけれども、ちょっと最近

小耳に挟んだことがございまして、交通整理員の方々がそろそろ引退したいという話もあ

るという話が聞こえてきておりました。子どもたちの安全・安心確保のために、登下校時

の見守り体制の整備ということで、もしそういうことになってきた場合、それを何とかカ

バーする意味で、市のほうは今後どのようにそれに対応していくのか、考えていることを

お知らせ願いたいと思います。 

堤委員長：生活安全課長。 

河村生活安全課長：お答えいたします。 

 この事業につきましては、これまで長年にわたり実施されてきたところですが、今年度

９月、三沢交通安全協会から令和５年度の交通整理員の人材確保のめどが立たなく、事業

の存続が困難な状況にあるとの相談を受けたところです。これを受けて、同協会や学校関

係者と後任の選任をはじめ、事業の存続についてこれまで数回にわたり協議を行ってま

いったところでありますが、現時点においても安定的な人材確保には至っていないところ

でございます。 

 しかしながら、児童の通学の安全を守る観点、さらには学校からの要望を受けて、現在

のところ令和５年度の新入学児童が登下校に慣れるまでの１学期の間、４月初旬から７月

下旬の間ではありますが、暫定的な対応でありますが、先般、交通整理員を配置するめど

が立ったところであります。しかしながら、現時点において８月以降の人材確保のめどが

立っておりませんので、引き続き交通安全協会や学校関係者と連携して問題解決に努めて

まいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、ある日突然交通整理員がいなくなるというような状況になら

ないよう、学校関係者、保護者の合意形成を得られるように、しっかり対応を検討してま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 １学期中は何とか確保できる見込みであると、確保できたということであります。今後

ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に移ります。予算書の１０１ページのＣＡＴＶ運営管理費の中の３番、戸別

受信設備整備事業なのですけれども、令和５年度の事業概要について御説明願いたいと思

います。 

堤委員長：ＣＡＴＶ情報室長。 
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吉田広報広聴課ＣＡＴＶ情報室長：今の令和５年度の事業概要について御説明させていた

だきます。 

 戸別受信設備整備事業、これは各家庭のケーブルを外してアンテナを設置するという事

業でございます。令和５年度に関しましては、電波調査業務委託料ということで、こちら

は各お家の敷地のほうに入って、電波の状況を調査するというものでございます。１戸１

戸調査するということでございます。あと、ケーブル撤去工事、こちらのほうは令和２年

から工事させていただいて、三川目地区、前平地区、大津地区のほうで工事の終わった地

区、アンテナが終わったところの路線の線と、あと鋼管柱、電柱のほうを撤去するという

工事内容になっております。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 ケーブル撤去工事については、既に終わった三川目、前平、大津地区のケーブル等の撤

去を行うということでありました。この事業について、令和４年度の予算では設置工事費

が６,４００万円ほど計上されていたのですけれども、令和５年度の予算書を見れば、設

置工事費がゼロ、付いていないという状況なのですけれども、その辺の状況をちょっと、

理由をお知らせ願いたいと思います。 

堤委員長：ＣＡＴＶ情報室長。 

吉田広報広聴課ＣＡＴＶ情報室長：戸別受信設備の設置工事費が今回ないということの御

質問にお答えさせていただきます。 

 こちらの戸別受信設備の設置工事、各御家庭のほうにアンテナを設置するものなのです

けれども、こちら平成３０年度に計画しまして、令和２年度から三川目地区、令和３年度

は大津、前平、４年度に関しましては各集会施設のほうを工事させていただきました。し

かしながら、物価上昇により資材の高騰があったことと、あと電波環境の変化によりまし

て、工事の施工内容、新たな部品が必要になるとか、そういうことが、工事内容の変更が

ございまして、１件当たりの工事の金額が当初の計画よりちょっと変更になってきたこと

と、あと年間の工事棟数、こちらの工事棟数のほうも当初の見込みとは少し違っていたこ

とがありまして、工事期間、全体計画の期間の変更がちょっと必要になったことにより、

令和５年度、来年度はこの事業自体の効率的な、ちょっと事業の推進を図るため、事業の

全体の計画の見直しと施工方法の精査、こちらのほうを行い、令和６年度に向けて、事業

実施に向けて新たに準備してまいりたいというところで来年の工事はないという形になっ

ております。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 物価高騰等、それらの事由により計画の見直し、それから施工方法の検討だとかという

ことで、令和５年度はそれに使いたいということで、令和６年度からまた再開というか、

したいということですけれども、参考までに、あと何戸くらい残っているのでしょうか。

かなりだと思うのですけれども、大体大ざっぱな数を教えていただきたいと思います。 
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堤委員長：ＣＡＴＶ情報室長。 

吉田広報広聴課ＣＡＴＶ情報室長：残りどのくらいかというところですが、今ちょっと手

元に資料がないので、ざっくりした数にはなってしまうのですが、おおよそ市内のほうで

も１万３,０００戸棟くらいがまだつながっている状態でございます。なので、それの７

５％というのをちょっと掛けるのですけれども、それは地形によって線を残さざるを得な

いとかいうのがございますので、おおよそ１万棟くらいは進めていければなという形で考

えております。それを基に、今後、来年度に何件やっていけるのか、事業がどのくらいか

かるのかというのを精査してまいりたいと思っています。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 まだまだかなりの棟数があるようですけれども、中身を精査して、何とか予算を確保し

て、前に進めていただきたいと思います。 

 次に、予算書の１２１ページをお願いしたいと思います。１２１ページの社会福祉協議

会補助金３,０２０万２,０００円計上されていますけれども、前年度２,６００万円くら

いということで、４００万円くらい増えているのですけれども、その増加の理由について

お知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 三沢市社会福祉協議会は、住民主体による地域福祉活動を行政、民生委員、福祉団体の

ほか、多くの機関、団体と連携し事業を進めております。この昨今の長引くコロナ禍の影

響により、当協議会が行っている貸付け業務が大幅に増加しております。また、コロナ感

染による自宅待機者への食料支援などの業務も加わり、生活支援体制の強化が必要となっ

ております。また、来年度からは貸付の償還が本格的に始まることから、これまで正職員

５名体制で事業を実施しておりましたが、新たに来年度から１名を追加し、６名体制とす

るための人件費分を計上し、福祉サービスの維持向上に対応するものでございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：佐々木委員。 

佐々木委員：ありがとうございました。 

 このコロナ禍を通して、いろいろな課題が見えてきたものと思います。人と接する機会

がなくなっただとか、いろいろな意味で、そういう方々もたくさんおられると思います。

そういう中で社協の役割というものがさらに増大してきているのかなと、今聞いていて思

いました。地域の福祉の充実ということで社協の役割、市はもとより、社協の役割も大き

いものと思いますので、今回の予算の増額については理解をいたしました。 

 以上です。終わります。 

堤委員長：次に、瀬崎委員。 

瀬崎委員：私から１点だけ聞きたいと思います。概要書の１４ページ、道路・建物・公園

を使いやすくするの７７番、新規の事業で私道等整備事業費補助金、これについてまず説

明をお願いいたします。 
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堤委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：私道の整備事業費補助金について御説明いたします。 

 この補助金につきましては、市民の生活の環境の向上を図ることを目的としまして、市

内の私道等の整備、維持補修等に要する経費につきまして、予算の範囲内において補助金

を交付するものでございます。補助対象要件としましては、いろいろございますが、工事

の整備費に係る費用の７割程度の補助としております。 

 以上でございます。 

堤委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：分かりました。予算的に１,０００万円計上されていますけれども、これは

元々どのような形で、例えば町内会もしくは個人から要望があってこの事業を興されたの

ですか。それについてまずお答えください。 

堤委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：私道につきましては、今までも個人または町内会等からもい

ろいろ要望はございました。今回は全く、令和５年度初めてのものでしたので、今回３件

分程度を予想しまして、事業費としましては１,４３０万円程度、それの７割で１,０００

万円、大体３００万円程度くらいの補助金で３件程度あるかなということで想定して計上

してございます。ただしこれにつきましては、今年度初めてでしたので、町内会または団

体の方から申請をいただいて協議をしながら進めていきますので、件数に関しましては上

下はあるかと感じております。 

 以上でございます。 

堤委員長：瀬崎委員。 

瀬崎委員：分かりました。ちなみに３割は個人負担という形になりますけれども、これに

ついては、その私道を保管している方が負担するという考えでよろしいでしょうか。 

堤委員長：土木課長。 

中村建設部参事兼土木課長：お答えいたします。 

 その私道を整備するための３割の負担ですが、その私道を使用する方々の負担と考えて

おります。または町内会でもとは思っておりますが、そこら辺につきましては、その道路

を使用する方々での調整になるかとは思っておりました。 

 以上でございます。 

堤委員長：次にありませんか。 

 春日委員。 

春日委員：初めに、予算書の１０１ページから質問させていただきます。災害対策費の中

でありますけれども、自主防災組織補助金５０６万６,０００円の計上でございます。現

在までの自主防災組織、何団体あり、１団体に対しての補助金を幾らに設定をしているの

か、確認をさせていただきたいと思います。 

堤委員長：防災管理課長。 

田代防災管理課長：お答えいたします。 

 自主防災組織補助金の自主防災組織運営費補助金につきましては、既設の団体が５１団

体ございまして、１団体当たり３万３,０００円の交付を予定しております。新設の団体
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用として１件分を計上しておりまして、全部で５２団体分を計上しております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：承知しました。ありがとうございます。 

 昨今、地域の中で、報道にも御紹介をされた自主防災組織のすばらしい活動を知ること

となりましたけれども、それぞれの自主防災組織、工夫をして活動、取り組んでいらっ

しゃるかと思いますけれども、それらの情報交換、情報共有と言いますか、そういうこと

がまた非常に参考になり、団体の活動の、自主防災組織の皆様のより充実した活動にもつ

ながっていくのかなというような思いを抱いておりましたけれども、これまでこのような

それぞれの自主防災組織の活動状況等々、情報共有また交換をするような、そういう取組

はございましたでしょうか。 

堤委員長：防災管理課長。 

田代防災管理課長：お答えいたします。 

 自主防災組織の交流と申しますか、そちらについては、研修会がございまして、そちら

で会う機会等々使いまして、交流を深めてもらっていることと、今の自主防災組織補助金

の中のメニューには、災害に強いまちづくり市民提案事業費補助金というメニューもござ

いまして、そちらは１団体につき２０万円の交付上限となってございますが、そちらで今

回、令和４年度につきましては、三川目自主防災会が企画いたしました津波避難を考える

ＡＲ体験というものに、ほかの町内会の人も御覧いただいたりしている状態です。この市

民提案事業なのですが、こちらは平成２７年からやっておりまして、その辺は皆さんのと

ころで何かやれることがあったらそれをやってくださいと周知はしているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。承知しました。今後も、私も含めてですけれども、

こういう充実に努力をしていきたいと思っての質問でありました。ありがとうございまし

た。 

 次は、予算書の１３５ページでございます。地域子ども・子育て支援対策事業費の中で

今般、産前・産後ヘルパー派遣事業委託料７１６万８,０００円の計上でございます。昨

年と同様の予算計上であると認識しておりますけれども、昨年は１年間、ほぼ１年間にな

りますけれども、最初にこれまでの利用状況、実績はどのように把握しているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 利用状況でございますが、今現在３月ですが、３８人の方が申込みをしている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：確認ですけれども、申込みをされている状況ということは現在利用に至ってい
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ないというような、そういう受け止めでよろしいのでしょうか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：申込み３８人あります。３月に申込みされた方が、もしかしたらそ

の４月に利用する可能性がありますので、利用者はほぼ３５人に近い方は利用されており

ます。残りの３人については、今申込みされて、これから４月に出産とか、そういう形

で、これから利用される方もいらっしゃいます。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 既に３５人の方は利用されているということでございますね。そうしますと、ちょっと

気になるのは、この委託事業、事業者に委託をされてのこの事業、ヘルパー派遣事業でご

ざいますけれども、まだスタートして間もないわけでありますけれども、例えばこの事業

者、また御利用されてみての御意見、また声など、喜びの声もあるかと思いますけれど

も、それらは現在のところまで、担当課としてはそういうお声を聞く機会というのはあり

ましたでしょうか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：利用者の方の内容ということでお答えいたします。 

 業者の方と委託契約しております。その中では、トラブルとか苦情とかあった場合は連

絡が来ることになっております。利用者の方の声の中で苦情といったものは現在ありませ

ん。ただ、要望が１件ありまして、その要望というのは１時間当たり３００円という料金

のその支払い方法を現金ではなく違う形で、キャッシュレスとか違う形でということの要

望がありました。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ちょっと確認ですけれども、その利用料のお支払いですけれども、その場で利用者がお

いでいただいたヘルパーに直にお支払いすると、そういう形式を取っていらっしゃるので

しょうか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：お答えいたします。 

 その場での精算になります。 

 以上です。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 ぜひ、またそれらの声も加味しながら、よりよい、利用しやすい体制をつくっていただ

ければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次は、１５１ページでございます。妊産婦委託健康診査費、今般、新規事業といたしま

して不妊治療費助成金２３０万円の計上をいただきました。初めに、まず担当課としまし

ては、この事業をスタートするに当たっての内容はどのように計画をされているのかお知
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らせいただきたいと思います。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回、新規事業といたしまして、不妊に悩み、子供を持てずにいた方に対しまして、令

和４年４月から保険適用となったものの、その不妊治療費の自己負担分というのは非常に

高くなりますので、その３割の自己負担分を助成していくという内容になります。不妊治

療にはいろいろ種類がございますけれども、例えば一般不妊治療であれば、人工授精によ

る治療費、大体平均しまして２万円程度となります。こちらの３割分、自己負担が６,０

００円発生するわけですが、この６,０００円分を助成すると。また、生殖補助医療の治

療では、体外受精、顕微受精になるのですが、１回当たり大体５０万円程度かかると言わ

れております。こちらの３割となりますと、１５万円、自己負担が発生するわけですが、

高額療養費が適用となりますので、一般的な世帯でいきますと、大体８万円程度の高額療

養費が受けられるのですが、それを差し引きますと、大体自己負担が７万円発生すること

になります。この７万円の自己負担分を助成していくという事業になります。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。承知いたしました。 

 そうしますと、今後様々な準備、過程が必要かと思いますけれども、この予算が通った

場合ですけれども、この事業がスタートとなるのはいつ頃であるのか。そしてまた、この

不妊に悩む、また現在も治療中の方もいらっしゃるかと思います。周知については、現段

階ではどのようにお考えであるのかお聞かせいただきたいと思います。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 こちらの周知方法につきましては、ホームページ、広報、マックテレビ等、必要な、目

に触れるようなところの媒体を利用しまして、広く周知してまいりたいと思います。ま

た、様々な窓口、例えば子供が集まるようなところとか、そちらのほうにもチラシをつく

りまして設置してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：今の段階で、スタート時期は、可能な時期ですけれども、想定される時期はい

つ頃か、もしお答えできれば参考にお聞かせいただきたいと思います。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：大変失礼いたしました。 

 スタートの時期ですが、予算が通りましたら４月１日からの申請で受付いたしまして、

対象となる方に対し助成をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。大変ありがたい朗報であると思います。よろしくお願

いいたします。 
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 最後に、概要書の８ページから質問をさせていただきます。今般、この家庭児童相談事

業費といたしまして、新規、講師謝礼、ペアレントプログラム、ペアレントトレーニング

の実施として１５万７,０００円の計上でございます。こちらの事業概要についてお知ら

せいただければと思います。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：ペアレントプログラム講師謝礼について御説明いたします。 

 この事業は、子育てに難しさを感じる保護者や発達に不安のある子供を抱える保護者

が、子供の行動の客観的な理解の仕方を学び、楽しく子育てに望む自信を身に付けること

を目的としております。対象は未就学児の子供を持つ、育てにくいと感じている保護者、

子育て支援ニーズのある保護者、父母、祖父母を対象としております。また、これを終了

後、段階ですが、ペアレントトレーニングも合わせてありまして、この目的としまして

は、環境調整、子供への否定的な働きかけを学び、保護者などの関わり方や心理的なスト

レスの改善、子供の適切な行動の促進と不適切な行動の改善を目的としたプログラムとな

り、親子の自己有効感や自尊心を取り戻し、日常生活が穏やかに送れることを目的として

おります。それぞれ、１クール６回の２クールの講師を交えた受講やグループワークを考

えておりまして、その際の講師に対しての謝礼となります。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございました。 

 そうしましたら、ちょっと参考にお聞かせいただきたいのですけれども、講師の方は何

名であって、年間、その月にしますと何回のこのトレーニング、プログラムになるので

しょうか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：お答えいたします。 

 ペアレントプログラムのほうにつきましては、１クール、前期６回、後期６回という形

の１２回、それが終わりましたら、次にペアレントトレーニングも同じように１クール６

回の２クール１２回、合わせて２４回を考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 

春日委員：ありがとうございます。 

 そうしましたら、ちょっと教えていただきたいのですけれども、例えばその当事者、お

子さんの心配ごとのある、子供と保護者が御一緒にここに参加をするということになるの

でしょうか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：お答えいたします。 

 保護者だけで来られる体制であればいいのですが、そのお子さんを預ける機会がないと

なれば御一緒になる形になる場合もあります。否定しません。 

 以上でございます。 

堤委員長：春日委員。 
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春日委員：ありがとうございます。 

 そうしますと、最後にお聞きしたいのですが、参考に、お答えですと保護者だけで来ら

れれば、ですけれども、お子さん連れでおいでになる方も当然いらっしゃると思いますけ

れども、そこのフォローというのは、子育て支援課の中でしていただけるような、そうい

う体制、これから考えていくというような、そういうふうに今計画の段階ですけれども、

おありでしょうか。 

堤委員長：子育て支援課長。 

沼田子育て支援課長：お答えいたします。 

 この事業をやるにあたって、当課では以前から相談がある家庭というか世帯として４０

組くらいは想定しております。ただ、この４０組全ての方が来られるとは限らないもので

すから、今後予算化した際には、何組が出席できるのかというところも踏まえていかなけ

ればならないと考えておりますし、その際にそのお子さんを預けるとかフォローにつきま

しても併せて考えていきたいとは思っております。 

 以上でございます。 

堤委員長：次、ございませんか。 

 小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：１８ページ、１１２番、姉妹都市委員会補助金を拡充、ウェナッチ使

節団中学生大使１０人から中高生大使２０人に拡充するというのですけれども、これ、向

こうの受入れ体制、ホームステイするのですけれども、この辺きちんと話がしてあるもの

なのか、この辺ちょっと説明してください。 

堤委員長：国際交流課長。 

長根国際交流課長：姉妹都市委員会補助金のウェナッチ使節団派遣中高生２０名の受入

れ、現地のほうの確認状況ということでございますが、先方のほうにお話を申し上げまし

たところ、ぜひということで、これまで３年間行っておりませんので、向こうのほうでも

ぜひ来てほしいと。先方のほうでも三沢のほうにも来たいということでお話を頂いており

ます。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：積極的ですね。ただ、こちらが引率するといっても２０人の、今まで

１０人連れていって、ある程度の引率の中で目が行き届いていたのだけれども、２０人と

なればまたその引率者も増えるし、もうかなりの人数で行くのだけれども、これちょっと

その辺が心配なのだけれども、その辺うちの引率体制というのはどのような形で進めるの

ですか。 

堤委員長：国際交流課長。 

長根国際交流課長：中高生２０名のほかに、大人の団員１０名、全部で３０名の使節団を

予定しておりました。この３０名の中には国際交流課の職員ももちろん入りますし、ま

た、学校の先生を引率という形でお願いしたいと考えております。そのほかに一般団員の

中での通訳をできる方といったことで、含めて、総勢３０名で行きたいと考えておりまし

た。 
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 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：３０名といえばすごい人数の中で進めるのですけれども、何も反対で

はないのだけれども、今やはりコロナが終わって、初めて団体で行くとなれば、いろいろ

なやはり、この３年間何も交流していなかったのだから、向こうのほうも状況がどうなっ

ているかも心配なところもあるし、それに今物価高でアメリカのほうの物の高さとか、そ

ういうのは、行く人たちがある程度お金持っていくことかもしれないのだけれども、その

辺も情報を得ているのか、その辺ちょっと。 

堤委員長：国際交流課長。 

長根国際交流課長：向こうの物価も含めての御質問だと思います。人数の話もございまし

た。ちなみに令和元年度は春に行っているのですが、そのときには団員数３７名、これは

塩釜の神楽も含めての団員ですが３７名で行っておりました。それ以前ですと、大体２０

名前後でございました。今回３年間行っていないということで、総勢３０名を予定してい

ると。 

 それから物価の件についてですが、今回補助金、旅費がほとんどなのですけれども、旅

費を積算するに当たりまして、１ドル当たり１６０円で一応換算しておりました。予算計

上要求時がちょうど円安が極端に進んでおりまして、このままの勢いでいくと１ドル１５

０円を超えるだろうということで、ちょっと多めに試算させていただいておりまして、そ

の部分での予算というのでは若干の余裕はあるのかなと考えております。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：３年ぶりで行けるというのはすごく期待を持って行けるし、３７人の

ときは私も行ってきました。大人の人が多かったものだから、割とスムーズに。ただ中高

生だから、やはり心配なところあるのです。その辺、ぜひ、せっかくこういう機会ですか

ら、行って何か病気になったとか、けがしたとかではなくて、やはり引率がしっかりして

見守る形で快く行って、快く帰ってこられればなと思っておりますので、ぜひその辺、よ

ろしくお願いしたいなと思っております。 

 あとは、ちょっと暗い話になるのですけれども、予算書の１５３ページ、この間民生常

任委員会で東京に行って、ちょっと自殺の勉強をしてきたものですから、これ、いのちを

支える、自殺の件なのですけれども、この予算、どういう委託料なのでしょうか。二つあ

るのだけれども。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 まず初めに、いのち支える三沢市自殺対策計画評価業務委託料という予算でございます

が、こちらはこのいのち支える自殺対策計画が、令和５年度が計画の最終年度となります

ので、そちらの評価をするために業務委託をしまして評価書を作成するという事業でござ

います。 

 次に、第二次いのち支える三沢市自殺対策計画策定業務委託料ですが、令和６年度から

５か年で第二次の計画を策定しなければならないということで、こちらはその評価をした
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ものを基に第二次の計画を業務委託で立てていくという事業予算となります。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：今、現在、小中高生の自殺者がかなり増加していると、そういう現状

だそうです。勉強で東京の区役所に行ったら、やはり６０歳以上の自殺者、退職したり、

年金でちょっと生活に困って、そういう人たちがそういうことを考えている、そういう予

防のために一生懸命役所のほうがやっている、対策を練っているという話をされているの

ですけれども、今、答えられるかどうか分からないのですけれども、三沢市の自殺者とい

うのは、ここ３年間くらいどのような、言えるのであれば、答えられるのであれば答えて

もらって。 

堤委員長：健康推進課長。 

種市健康推進課長：お答えいたします。 

 自殺の理由というのは、ただいま委員もおっしゃったとおり、大体５０歳から６０歳、

それ以上と年齢は様々でございます。理由も様々でございますが、人数の推移につきまし

ては、令和元年度、三沢市では６名でございました。令和２年になりまして２名増えまし

て８名、令和３年でも同じく８名でございました。令和４年、１月末現在でさらに２名増

えまして１０名の方が自死いたしているという状況でございます。 

 以上でございます。 

堤委員長：小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：できれば自ら命を絶ってもらいたくないというのが皆さんの気持ちだ

と思うのですけれども、だんだん増えているというのは、やはり対策がちょっと甘いのか

なと。ですから今後、ぜひ三沢の市民の方々が自ら命を絶たないように、何とか努力して

もらいたいなと、お願いいたします。 

 あと１点申し訳ないですけれども、さっきの国際交流スポーツセンターの床の件なので

すけれども、やっとコロナが落ち着いてきて、いろいろな大会ができるようになってき

て、いざ大会を開こうとしたら床がああいう状況になっている。出鼻をくじかれたよう

に、何か残念だなと。早く床を直してもらって、安全なところでやはり試合をさせたい。

やっと本当にコロナが終わって、親も見に行けるようになったし、おじいちゃん、おばあ

ちゃんたちもやっと見に行けるようになって、せっかく、さっき話聞いたら、いつできる

か、いつ直せるかというのが、めどが立たない、それの中で使わせて、いつけがするのか

なと心配しながら大会を開くというのは、主催者側としてはなかなか決断が大変だと思う

のです。その辺もう少し床を何とかしてもらえないでしょうか。さっきの話だと、補正で

やって、これ今年中にできるのかなと、その中に大会、かなり入ってきていると思うので

す、土日。だからその辺、何とか早めに対策というのですか、テープでズックが滑らない

と逆にけがしたりするのです。あれ、溝も空いているし、ああいうところで子供たちで

も、大人はちょっと足が大きいからあれなのだけれども、子供たちだと引っかける可能性

もあるのです。ですから、そこを何とか早めに、その辺もう一度答弁をお願いしたいなと

思います。 

堤委員長：市民スポーツ課長。 
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根岸市民スポーツ課長：御質問にお答えいたします。 

 まずは早めにやれるように努めたいと思っておりますし、あと予約状況、大きな大会と

かに移動というか場所を変えてもらえるかとか、そういうところも早急に問い合わせ等し

てみて、予算措置も早くできるかどうかを財政当局とも相談しながら進めてまいりたいと

思います。 

 以上です。 

堤委員長：小比類巻雅彦委員。 

小比類巻雅彦委員：移動させてとかというのではなくて、やはりああいう立派な大会が

あって、よそに試合をさせる、それはちょっといかがかなと思います。やはりもう状況は

分かっているのだから、早く直して早く使わせてもらえないか、それがみんなの思いだと

思います。せっかくあれだけの立派な施設ですから、使ってなんぼのものではないです

か。それをよその体育館が空いてたらそちらに回して大会を開いてやるというのは、何か

三沢の市民として情けないなと思うのではないのかな。できれば何とかその辺、よろしく

お願い、しゃべったってこれ計画があるものだから、その辺よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

堤委員長：そのほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長： 質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：私は議案第１号令和５年度三沢市一般会計予算に対し、一部反対の討論をいた

します。 

 まず、反対理由としては、先ほど予算書の概要、内容等、長寿祝い金の減額、そしてま

た、残念ながらこれだけ子供の貧困問題、学習の援助とか、子供食堂とか、様々こういう

子供の貧困の施策というのが全国的でも出ている中で、三沢市は全然進んでいない。あと

再生可能エネルギーの推進、これは基金は積み立てしてますね。かなりの、９,０００万

円、かなりの基金があるにも関わらず、全然事業展開が見受けられない。あと地球温暖化

対策、カーボンニュートラル、これは本当に今災害が多い中で、この取組がもうとにかく

遅れている。あと学校給食の無償化、これ、ぜひ実施すべきだと思うのですが、三沢市は

基地交付金が２１億円もあります。９条交付金とか、再編交付金とか、これだけ１０億

円、３億円という、これは使途が拘束されていないです、自由に使える交付金になりま

す。そういった中で、こういう子育て支援の施策にしても私は十分ではないと思うところ

から、一部反対を表明いたします。 

堤委員長：そのほか、討論に参加する方ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 この採決は、挙手により行います。 

 議案第１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めま
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す。 

（賛成者挙手） 

堤委員長：挙手多数であります。 

 よって、議案第１号令和５年度三沢市一般会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第２号令和５年度三沢市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 国保年金課長。 

山田国保年金課長：議案第２号令和５年度三沢市国民健康保険特別会計予算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 当初予算の編成に当たりましては、青森県から示された国民健康保険事業費納付金など

を参考に編成したところであります。 

 歳入につきましては、資格管理や保険税の適正な賦課徴収に努めるとともに、歳出にお

きましては、健康促進に効果的な保険事業の展開を図るなど、所要の予算措置をしたとこ

ろであります。 

 この結果、令和５年度三沢市国民健康保険特別会計予算の総額は、歳入歳出ともに３８

億６,２４４万８,０００円となり、前年度当初予算との比較では６,６８６万１,０００円

の減となったところでございます。 

 それでは、予算書２９７ページの歳入歳出予算事項別明細書に基づき、歳入から御説明

申し上げます。 

 １款国民健康保険税は、前年度と比較して４,２５４万５,０００円減の７億８,７５３

万２,０００円としたものであります。 

 ２款使用料及び手数料は、保険税の督促手数料として、前年度と比較して２４万円減の

６０万円としたものであります。 

 ３款国庫支出金は、科目設定のため１,０００円を計上いたしました。 

 次に、４款県支出金は、税の減免や軽減等に対して交付される交付金などで、前年度と

比較して８００万９,０００円増の２７億３６万円としたものであります。 

 ５款財産収入は、科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、６款繰入金は、国民健康保険事業費納付金に対する財源調整により、前年度と比

較して３,４５６万１,０００円減の３億６,０１４万４,０００円としたものであります。 

 ７款繰越金は、科目設定として１,０００円としたものであります。 

 次に、８款諸収入は、保険税の滞納に対する延滞金などで、前年度と比較して２４７万

６,０００円増の１,３８０万９,０００円といたしました。 

 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 

 ２９８ページを御参照願います。 

 １款総務費は、業務委託料などの増で、前年度と比較して６５万５,０００円増の７,８

７８万３,０００円といたしました。 

 ２款保険給付費は、前年度と同額の２６億１,６１７万３,０００円といたしました。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、県への納付金で、前年度と比較して７,３１２万８,
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０００円減の１１億１３０万２,０００円といたしました。 

 次に、４款共同事業拠出金及び５款財政安定化基金拠出金は、科目設定のため、それぞ

れ１,０００円といたしました。 

 ６款保健事業費は、特定健康診査等事業及び保健事業に係る事業費で、前年度と比較し

て５２６万２,０００円増の４,０１７万４,０００円といたしました。 

 ７款基金積立金は、科目設定として１,０００円といたしました。 

 ８款公債費は、一時借入金に対する利息などで、前年度と同額の１万円といたしまし

た。 

 ９款諸支出金は、償還金及び還付加算金で、前年度と比較して３５万円増の６００万

３,０００円といたしました。 

 １０款予備費は、前年度と同額の２,０００万円としたものであります。 

 以上が、令和５年度三沢市国民健康保険特別会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：中身について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 こういう状況で、物価高騰、その前にコロナで大変な状況が続いた中で、職を失う等、

そういうような状況になった場合に国保に加入する方が増えるというのがあると思うので

すけれども、今国保加入者というのは、この世帯数は増えているのでしょうか。それとも

減少傾向にあるのか。また、子育て世帯の方々の、被保険者の方、その数値というのは、

推移はどういうものでしょうか。 

堤委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 国保加入世帯と加入者数についてでございますが、令和２年度は７,９５６人、令和３

年度で７,６５６人、令和４年度では７,４９９人と、人口減少に伴うせいもありますが、

加入者数、加入世帯共に減少傾向となっております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 これは年金のみの方々というのは国保で、後期高齢者の方は後期高齢者のほうの保険に

入るわけですけれども、その後期高齢者に移行する前の人数が国保に加入する人数、世帯

数が減っているのかなと今感じたのですけれども、子育て世帯の方々の今わかりますか。

子育て世帯の方々の世帯数、今資料を持っていらっしゃらなければ、後で私お聞きしたい

なと思うのですけれども、この推移をちょっとお聞きしたかったのですけれども。 

堤委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：お答えいたします。 

 年齢別の子育て世帯というくくりではちょっと数字を把握できておりません。 

奥本委員：年齢でできるのですか。大体３０代とか４０代とか。 

山田国保年金課長：そういう分け方はできます。 
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奥本委員：今は答えられますか。 

山田国保年金課長：今はちょっとそういうくくりでの分け方しておりませんというか、持

ち合わせてもおりません。すみません。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 すみません、急な細かい質問になりましたが、何を言いたいかというと、また、子育て

世帯の方々に対する平等割というか、前から言っていることなのですが、そういう負担を

やはり軽減していく必要があるのではないのか、これ子育て支援にもなりますし、その点

は重々、今後、今基金も５億円くらいあると思うのですけれども、それを活用しながら、

そういう子育て支援に対する充実と言いますか、そこはしっかりと見てほしいなと思いま

す。 

 以上です。要望です。 

堤委員長：ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号令和５年度三沢市国民健康保険特別会計予算は、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第３号令和５年度三沢市食肉処理センター特別会計予算を議題といたしま

す。 

 当局の説明を願います。 

 経済部長。 

吉村経済部長：議案第３号令和５年度三沢市食肉処理センター特別会計予算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 予算書の３７２ページを御参照ください。 

 近年の消費者の食に対する安全意識の高まりにより、衛生面のさらなる強化が求められ

ていることから、当センターにおいては、食品の安全と品質を確保するための国際的なマ

ネジメントシステムであるＳＱＦの認証を継続更新するとともに、安全・安心な国産豚肉

を消費者に提供するための体制強化を引き続き進めていくこととしております。 

 令和５年度の予算編成に当たって、年間予定処理頭数は、前年度同様の４７万頭を見込

むとともに、安定的な施設運営の継続や、安心・安全で高品質な豚肉の生産を目指した予

算編成に努めた結果、予算額は、歳入歳出ともに１１億４,８１８万８,０００円としたと

ころであります。 
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 それでは、まず、歳入の主なものについて御説明いたします。 

 予算書の３７５ページを御参照ください。 

 １款の事業収入につきましては、１０億７,０７１万６,０００円を計上したところであ

ります。 

 ２款の分担金及び負担金につきましては、隣接するスターゼンミートプロセッサー株式

会社と共同で利用している排水処理施設の維持管理経費に係る同社からの負担金として８

９７万円を計上しております。 

 ４款の繰入金につきましては、主に燃料費や電気料金高騰の影響による財源調整で、食

肉処理センター基金からの繰入金６,８４７万４,０００円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 予算書の３７６ページを御参照ください。 

 １款の事業費につきましては、指定管理委託料８億７,５２９万７,０００円や、と畜場

用機械などの改修工事費４,３６０万４,０００円が主なもので、９億６,１９４万８,００

０円を計上しております。 

 ２款の公債費につきましては、平成２５年竣工の大規模改修事業に伴う起債元利償還金

などであり、前年度同額の１億８,６２４万円を計上しております。 

 以上が、令和５年度三沢市食肉処理センター特別会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号令和５年度三沢市食肉処理センター特別会計予算は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４号令和５年度三沢市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 健康福祉部長。 

篠田健康福祉部長：議案第４号令和５年度三沢市介護保険特別会計予算につきまして、そ

の概要を御説明いたします。 

 予算書の４１３ページから４１５ページの歳入歳出予算事項別明細書を御参照願いま

す。 

 令和５年度は、第８期介護保険事業計画期間の最終年次となりますが、引き続き介護保

険給付の適正化と地域包括ケアシステムの充実化を推進しつつ、計画にのっとり適切な介
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護サービスの整備を行い、高齢者の自立支援及び重度化防止に資する環境を整えてまいり

たいと考えております。 

 予算編成に当たりましては、事務経費等については、節減による適正化を図り、歳出の

ほとんどを占める介護給付費は、実績及び直近の傾向等を勘案し、慎重に推計を行う一

方、これら財源となる国庫支出金をはじめとするそれぞれの歳入を適切に積算いたしまし

た。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７億９,８５５万９,０００円となり、前年

度予算額との比較では６２万２,０００円、率にして０.０２％の減となっております。 

 それでは、予算の内容につきまして、４１３ページの歳入から御説明いたします。 

 １款の保険料は、第１号被保険者の介護保険料で、７億６,７８１万６,０００円を計上

しております。 

 ２款の使用料及び手数料は、介護保険料の督促手数料であります。科目設定のため１,

０００円を計上しております。 

 ３款の国庫支出金は、介護給付費に対する国庫負担金と介護予防事業等に対する国庫補

助金で、９億３０２万６,０００円を計上しております。 

 ４款の支払基金交付金は、第２号被保険者から支払われる介護保険料で、９億６,５０

５万８,０００円を計上しております。 

 ５款の県支出金は、介護給付費に対する県負担金と介護予防事業等に対する県補助金

で、５億２,２０３万７,０００円を計上しております。 

 ６款の財産収入は、三沢市介護保険給付費支払準備基金に対する利子で、５,０００円

を計上しております。 

 ７款の繰入金は、保険給付費や職員人件費、介護予防支援事業等に対する一般会計から

の繰入金で、６億２,６３７万２,０００円を計上しております。 

 ８款の繰越金は、前年度繰越金で、科目設定のため１,０００円を計上しております。 

 ９款の諸収入は、要支援認定者に係るケアプラン作成に対する介護報酬費等で、１,４

２４万３,０００円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ４１４ページから４１５ページを御参照願います。 

 １款の総務費は、職員人件費や事務費であり、１億１,１９３万８,０００円を計上して

おります。 

 ２款の保険給付費は、介護保険サービス等に係る保険者負担分で、実績等に基づき推計

し、３４億５,８７４万６,０００円を計上しております。 

 ３款の財政安定化基金拠出金は、県が運営する基金への拠出金で、科目設定のため１,

０００円を計上しております。 

 ４款の地域支援事業費は、介護予防事業及び地域包括支援センター運営に要する費用

で、２億１,６８６万７,０００円を計上しております。 

 ５款の基金積立金は、介護保険給付費支払準備基金の利子等を基金に繰り入れるもの

で、６,０００円を計上しております。 

 ６款の公債費は、一時借入金に対する利息で、科目設定のため１,０００円を計上して
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おります。 

 ７款の諸支出金は、介護保険料の還付金等で、１００万円を計上しております。 

 ８款の予備費は１,０００万円を計上しております。 

 以上が、令和５年度三沢市介護保険特別会計予算の概要でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号令和５年度三沢市介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第５号令和５年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 国保年金課長。 

山田国保年金課長：議案第５号令和５年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の概要につ

きまして御説明申し上げます。 

 予算の編成に当たりましては、高齢者の健康保持と医療の確保を図ることを基本方針と

し、歳入では、保険料などの財源確保に努めるとともに、歳出においては、所要の予算措

置をしたところであります。 

 この結果、令和５年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出ともに４

億８,４１１万円となり、前年度当初予算額との比較では１,７３５万５,０００円の増と

なっております。 

 それでは、予算書４９７ページの歳入歳出予算事項別明細書に基づき、歳入から御説明

申し上げます。 

 １款後期高齢者医療保険料は、特別徴収及び普通徴収の合計で、前年度と比較して１,

６６７万１,０００円増の３億３,０６８万円としたものであります。 

 ２款使用料及び手数料は、保険料の督促手数料として、前年度と同額の６万２,０００

円としたものであります。 

 ３款繰入金は、一般会計からの人件費、事務費及び保険料の軽減による負担金等の繰入

金で、前年度と比較して２１８万４,０００円減の１億２,９９１万６,０００円としたも

のであります。 

 ４款諸収入は、歯科検診及び高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業による委託

金の増により、前年度と比較して２８６万８,０００円増の２,３４５万１,０００円とし
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たものであります。 

 ５款繰越金は、前年度繰越金で、科目設定のため１,０００円としたものであります。 

 次に、歳出につきまして御説明申し上げます。 

 ４９８ページを御参照願います。 

 １款総務費は、人件費及び事務費として、前年度と比較して３７２万８,０００円増の

３,１９０万６,０００円としたものであります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合に対しての保険料負担金、保険料の軽

減による負担金等として、前年度と比較して１,６１２万７,０００円増の４億３,１１６

万３,０００円としたものであります。 

 ３款保健事業費は、特定健康診査、歯科検診等に係る事業費及び高齢者の保健事業と介

護予防の一体的実施事業による委託費として、前年度と比較して２３３万９,０００円減

の１,９４１万円としたものであります。 

 ４款諸支出金は、保険料の還付金として、前年度と比較して１６万１,０００円減の１

０３万円としたものであります。 

 ５款保険給付費は、後期高齢者高額介護合算療養費として、前年度と同額の６０万円と

したものであります。 

 ６款公債費は、一時借入金利子の科目設定として、１,０００円としたものでありま

す。 

 以上が、令和５年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、課長、今３月に定年ということで、そういう中で最後の質問になる

かと思うのですけれども、いろいろありがとうございました。 

 今、７５歳以上の後期高齢者というのは、ほぼ年金から天引きにされて、なおかつ今、

保険料が昨年も引き上げられたのです。その前ですか。その中で、窓口の２割負担、こう

いったこともあって、受診を控えているのではないかというのです。以前よりも保険料が

上がって、なおかつ窓口負担２割の方々がいらっしゃるわけで、そういうことは、今回の

予算を編成するに当たっても、その状況を見て予算編成されたと思うのですけれども、実

際は、実態はどのようになっているのかお答えいただければなと思います。 

堤委員長：国保年金課長。 

山田国保年金課長：２割負担というものができたことによっての受診控えもあるのではな

いかと、今回の予算についてということの御質問かと思いますが……。 

奥本委員：保険料が上がったということで。 

山田国保年金課長：保険料……。 

奥本委員：徐々に。 

山田国保年金課長：保険料については上がっておりません、まだ。 

奥本委員：前に上がりましたよね。 

山田国保年金課長：まず、医療費２割負担が１０月から、１０月でしたか、去年中途から
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２割になった方もいる件についてですが、これによって受診控えは、まだ結論として出て

いる状況ではないのですが、当然あるのではないかとは考えられると思います。ないこと

はないのではないかと思われます。 

 それで、医療費については、後期高齢特別会計の中では、医療費はこの会計の中では支

払っていませんで、県の広域連合の医療費の負担になっているので、ちょっと医療費を勘

案しての予算編成にはなっておりません。 

 あと保険料につきましては、今後上がる見込みはあるようですが、まだここ数年、同じ

保険料のアップはされていなかったと思いますが。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 最近、やはり子育て支援という部分の予算ということで、高齢者に対する予算をどんど

ん削ろうという動きとか、あと、やはり７５歳以上、やはり年金だけで暮らす、年金をも

らいながら働いているという年代の方もいらっしゃるのですけれども、さすがに７５歳以

上になってくると、なかなか年金で働いてとはいかない、そのような状況で、私はやはり

長寿祝い金もそうでしたけれども、いつか自分もそのような年齢が来るわけです。なの

で、最近の社会情勢が高齢者を本当に何と言うのですか、邪魔者扱いと言ったら変ですけ

れども、そのような、中には早く死ねばいいと思っているのだろうねというような、そう

いうような社会はあまりにも冷たいというか、情けないというか、もっと先輩たちを大切

に、頑張ってこられた、三沢を築いてこられた方々に対して敬意を表するということは、

やはり大事なことだと思いますので、ぜひ、今後、中身を見てそういったお年寄りいじめ

の内容にならないよう、しっかりと見ていただければなと申し上げて終わります。 

堤委員長：答弁はどうしますか。 

奥本委員：要らないです。 

堤委員長：そのほか、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号令和５年度三沢市後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 次に、議案第６号令和５年度三沢市水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 
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織笠上下水道部長：議案第６号令和５年度三沢市水道事業会計予算の概要について御説明

申し上げます。 

 令和５年度の予算編成に当たりましては、将来にわたって健全で安定的な事業運営が持

続できるよう、引き続き事業の効果や効率性の精査を徹底するとともに、良質な水道水の

安定供給のために、老朽化した設備の更新に重点を置き、予算措置をしたところでありま

す。 

 予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条の業務の予定量について御説明いたします。 

 令和５年度の給水件数につきましては、１万９,７００件を見込み、年間給水量は３７

８万１,０００立方メートル、１日当たりの平均給水量は１万３３０立方メートルを見込

んでいるところであります。 

 主要な建設改良事業といたしまして、老朽管等の更新工事をメインに、配水場の計器類

等の更新を含めた３億６,３４２万３,０００円を計上しているところです。 

 次に、第３条は、経営活動に伴う収益的収入及び支出であります。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の事業収益は９億１,３９８万８,０００円で、内訳といたしまして、営業収益を

７億３,９０５万７,０００円、営業外収益を１億７,４８７万１,０００円、特別利益を６

万円と定めるものであります。前年度との比較につきましては、別冊の予算概要に記載し

ておりますが、収益的収入におきましては、１,０６８万１,０００円の増で、率にして

１.２％の増となったところであります。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の事業費用は８億５,８８４万２,０００円で、内訳といたしまして、営業費用を

８億９０９万１,０００円、営業外費用を４,９１３万１,０００円、特別損失を６２万円

と定めるものであります。収益的支出における前年度との比較では、４,７２３万３,００

０円の増で、率にして５.８％の増となったところであります。 

 また、収益的収入から支出を差し引いた額５,５１４万６,０００円の余剰見込みとな

り、このうち消費税を差し引いた当年度純利益は３,５５５万７,０００円を見込んでいる

ところであります。 

 次に、第４条は、施設の整備に伴う資本的収入及び支出でございます。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の資本的収入は１億７,６５０万円で、内訳といたしまして、企業債を８,７００

万円、補助金を８,９５０万円と定めるものであります。資本的収入における前年度との

比較では４,２５０万円の減で、率にして１９.４％の減となったところであります。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の資本的支出は４億７,５８８万６,０００円で、内訳といたしまして、建設改良

費を３億６,５５７万円、企業債償還金を１億１,０３１万６,０００円と定めるものであ

ります。資本的支出における前年度との比較では、９,８５９万４,０００円の減で、率に

して１７.２％の減となったところでございます。 

 なお、資本的収入から支出を差し引いた不足額２億９,９３８万６,０００円につきまし



- 64 - 

ては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,３１７万３,０００円、損益勘

定留保資金１億６,５８９万７,０００円及び減債積立金１億１,０３１万６,０００円を

もって補塡することとしております。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条の企業債については、限度額を８,７００万円と定めるものであります。 

 第６条の一時借入金につきましては、限度額を１億円と定めるものであります。 

 第７条の予算額に不足が生じた場合、各項目間において流用ができるということを定め

るものであります。 

 第８条は、職員給与費９,４２９万円を、議会の議決を経なければ流用することができ

ないと定めるものであります。 

 最後の第９条は、たな卸資産購入限度額を１,５８２万円と定めるものであります。 

 以上が、令和５年度三沢市水道事業会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号令和５年度三沢市水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第７号令和５年度三沢市下水道事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 上下水道部長。 

織笠上下水道部長：議案第７号令和５年度三沢市下水道事業会計予算の概要について御説

明申し上げます。 

 令和５年度の予算編成に当たりましては、衛生的で快適な暮らしと、住みよい環境づく

りを目指し、下水道を使用できる地域を拡大するとともに、下水道施設の老朽化対策を講

じつつ、健全で効率的な事業運営を図っていくために予算措置したところであります。 

 予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条の業務の予定量について御説明いたします。 

 令和５年度の接続戸数につきましては、昨年度を２７０戸ほど上回る１万３８３戸を見

込んでおります。年間処理水量は２７５万２,０００立方メートル、１日当たりの平均処

理水量は７,５１９立方メートルを見込んでいるところであります。 

 主要な建設改良事業といたしまして、下水道管渠整備事業に３億４,４４０万２,０００
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円、三沢市浄化センターの監視制御装置などの処理場更新事業に２億１,１２７万１,００

０円を計上しているところであります。 

 次に、第３条は、経営活動に伴う収益的収入及び支出であります。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の事業収益は１５億３,６４９万１,０００円で、内訳といたしまして、営業収益

を５億９,４６３万１,０００円、営業外収益を９億３,５０３万８,０００円、特別利益を

６８２万２,０００円と定めるものであります。前年度との比較につきましては、別冊の

予算概要に記載しておりますが、収益的収入におきましては４,５０７万１,０００円の増

で、率にして３.０％の増となったところであります。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の事業費用は１４億４９０万２,０００円で、内訳といたしましては、営業費用

を１２億５,６９０万５,０００円、営業外費用を１億４,５９５万円、特別損失を２０４

万７,０００円と定めるものであります。収益的支出における前年度との比較では、５,７

０４万２,０００円の増で、率にして４.２％の増となったところであります。 

 また、収益的収入から支出を差し引いた額１億３,１５８万９,０００円の余剰見込みと

なり、このうち消費税を差し引いた当年度純利益は１億２,２７１万円を見込んでいると

ころであります。 

 次に、第４条は、施設の整備に伴う資本的収入及び支出でございます。 

 初めに、収入について御説明いたします。 

 第１款の資本的収入は９億８,０７９万３,０００円で、内訳といたしまして、企業債を

５億３,８３０万円、出資金を２,５１４万２,０００円、補助金を２億５,８９６万円、負

担金を１億５,８３９万１,０００円と定めるものであります。資本的収入における前年度

との比較では、５,３５５万４,０００円の減で、率にして５.２％の減となったところで

あります。 

 次に、支出について御説明いたします。 

 第１款の資本的支出は１５億２,８４５万７,０００円で、内訳といたしまして、建設改

良費を５億５,５６７万３,０００円、企業債償還金を９億７,２７８万４,０００円と定め

るものであります。資本的支出における前年度との比較では、１,３７１万２,０００円の

減で、率にして０.９％の減となったところであります。 

 なお、資本的収入から支出を差し引いた不足額５億４,７６６万４,０００円につきまし

ては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,８３６万１,０００円、当年度

分損益勘定留保資金３億５,０７４万円、減債積立金１億１,３６７万円及び当年度利益剰

余金処分額３,４８９万３,０００円をもって補塡することとしております。 

 続きまして、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条の企業債については、限度額を５億３,８３０万円と定めるものであります。 

 第６条の一時借入金につきましては、限度額を５億円と定めるものであります。 

 第７条は、予算額に不足が生じた場合、各項目間において流用できるということを定め

るものであります。 

 第８条は、職員給与費７,７７２万６,０００円を、議会の議決を経なければ流用するこ
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とができないと定めるものであります。 

 第９条は、他会計からの補助金を３億９,１８０万９,０００円と定めるものでありま

す。 

 最後の第１０条は、利益剰余金の処分について、減債積立金へ３,４８９万３,０００円

を積み立てるものであります。 

 以上が、令和５年度三沢市下水道事業会計予算の概要であります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号令和５年度三沢市下水道事業会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 次に、議案第８号令和５年度三沢市立三沢病院事業会計予算を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 三沢病院事務局長。 

田辺三沢病院事務局長：議案第８号令和５年度三沢市立三沢病院事業会計予算につきまし

て、その概要を御説明申し上げます。 

 三沢病院では、これまで発熱外来の設置や入院病床の確保等、新型コロナウイルス感染

症に対処しておりましたが、それに伴う入院収益の減収等には、国や県の補助金により補

填してきたところでございます。 

 本年５月８日以降は、感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同等の５類に引き下

げることが決定しており、先般３月１０日には医療提供体制や医療費の公費支援、病床確

保料の減額など、引き下げに伴う見直し策が明らかになったところでございます。 

 このことは、今後の病院経営にも少なからず影響を及ぼすものと思っているほか、昨年

から続く電気料金や物価の高騰により経費等が膨張していることにより、令和５年度の経

営状況は極めて厳しくなるものと予想されております。 

 このような状況の中、当院といたしましては、職員の経営意識の向上はもちろんのこ

と、５類となる新型コロナウイルス感染症につきましても、引き続き感染防止対策を徹底

させ、地域住民から愛され、信頼される病院を目指してまいりたいと考えているところで

ございます。 

 それでは、予算書の１ページを御参照願います。 

 初めに、第２条、業務の予定量についてでございます。 
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 収益的事業では、入院患者数を１日当たり１６５人、年間では６万３９０人を見込んで

おり、外来患者数は１日当たりで４３５人、年間では１０万４８５人を見込んでおりま

す。建設改良事業では、一般備品等購入の営業設備として３億８,１２８万９,０００円、

リース資産購入に５,４５２万２,０００円、医療情報システム整備事業に９,３５１万２,

０００円などを計上し、実施することといたしております。 

 次に、第３条は、病院の事業活動に伴う収益的収入及び支出であります。 

 まず、収入につきましては、第１款病院事業収益を６１億８,６５３万１,０００円と

し、その内訳は、医業収益を５３億８,３６６万５,０００円、医業外収益を８億２８６万

５,０００円、特別利益を１,０００円と定めるものでございます。 

 支出につきましては、第１款病院事業費用を６５億６,５２２万１,０００円とし、内訳

は、医業費用を６２億８,２１８万６,０００円、医業外費用を２億６,１００万３,０００

円、特別損失を２,２０３万２,０００円と定めるものでございます。 

 次に、第４条は、建設改良費や企業債元金償還金、その財源となる企業債や、一般会計

からの出資金などの資本的収入及び支出についてであります。 

 収入につきましては、第１款資本的収入を７億２３８万４,０００円とし、内訳は、企

業債を３億９,０００万円、出資金を１億７,８３８万４,０００円、補助金を１億３,４０

０万円と定めるものでございます。 

 支出につきましては、第１款資本的支出を８億８,２５６万８,０００円とし、内訳とい

たしましては、建設改良費を６億１,６２９万７,０００円、企業債償還金を２億６,４４

７万１,０００円、投資を１８０万円と定めるものであります。 

 この結果、収支不足額となります１億８,０１８万４,０００円につきましては、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１０万６,０００円及び過年度分損益勘定留

保資金１億７,８０７万８,０００円で補塡するものでございます。 

 次に、予算書の２ページを御参照願います。 

 第５条は、企業債の目的や限度額等について定めるものでございます。 

 第６条は、一時借入金の限度額を１２億円と定めるものであります。 

 第７条は、流用できる支出経費を定めるものでございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費を、給与費２９億４,０２３万９,

０００円、交際費２５０万円と定めるものであります。 

 第９条は、一般会計から補助を受ける額を１億８,８２２万６,０００円と定めるもので

あります。 

 第１０条は、たな卸資産の購入限度額を１８億円と定めるものであります。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出並びに第４条、資本的収入及び支出について、主な

ものを御説明申し上げます。 

 予算書の２２ページ及び２３ページを御参照願います。 

 まず、収益的収入について、医業収益でありますが、入院収益は、前年度より９,８２

５万８,０００円増の３１億４,８９５万７,０００円としております。 

 外来収益は、前年度より５,１５１万３,０００円増の１８億８,９１１万８,０００円と

するなど、医業収益全体では５３億８,３６６万５,０００円、前年度との比較では１億
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４,７３４万２,０００円の増額となっております。 

 医業外収益では、他会計補助金が前年度より１,０１１万７,０００円増の１億８,８２

２万６,０００円、他会計負担金が１,２０３万２,０００円増の３億１,５７４万１,００

０円、長期前受金戻入が２,５９４万１,０００円増の２億４,９０１万３,０００円とする

など、医業外収益全体では８億２８６万５,０００円、前年度と比較して４,５７４万８,

０００円の増額となり、病院事業収益の合計は６１億８,６５３万１,０００円、前年度と

の比較では１億９,３０９万円の増額となったところでございます。 

 次に、２４ページから２９ページまでを御参照いただきたいと存じます。 

 収益的支出でございますが、まず、医業費用でありますが、給与費を９,５５２万７,０

００円増の２９億４,０２３万９,０００円、材料費を５０６万円増の１３億１,８２５万

３,０００円、経費を６,４５３万６,０００円増の１３億８,８３８万３,０００円とする

など、医業費用全体では６２億８,２１８万６,０００円、前年度との比較では１億６,５

１３万３,０００円の増額となったところであります。 

 医業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費などの減額によりまして、前年度より２０

３万８,０００円減の２億６,１００万３,０００円となっております。 

 特別損失では、令和２年度、３年度の新型コロナウイルス感染症入院患者病床確保事業

費補助金の返還に要する費用といたしまして、２,２０３万２,０００円を措置し、病院事

業費用の合計では６５億６,５２２万１,０００円、前年度との比較では１億８,５１２万

６,０００円の増額となったところであります。 

 次に、３０ページ、３１ページを御参照願います。 

 資本的収入及び支出についてでございますが、まず、収入では企業債を１億９,０００

万円増の３億９,０００万円とし、一般会計からの出資金を１,８２３万９,０００円減の

１億７,８３８万４,０００円、補助金を１,２００万円増の１億３,４００万円としてお

り、資本的収入の合計は７億２３８万４,０００円となり、前年度との比較では１億８,３

７６万１,０００円の増額となったところであります。 

 次に、支出につきましては、建設改良費を２億６４１万１,０００円増の６億１,６２９

万７,０００円とし、企業債償還金、投資と合わせた資本的支出の合計は８億８,２５６万

８,０００円となり、前年度との比較では１億６,５５２万３,０００円の増額となったと

ころでございます。 

 以上が、令和５年度三沢市立三沢病院事業会計予算の概要でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

堤委員長：それでは、質疑を行います。 

 下山委員。 

下山委員：確認をさせていただきたい事項がありますので、よろしくお願いいたします。 

 予算書の６ページ、支出の一番下の部分に貸付金１８０万円の修学資金貸付金というも

のがございます。この内容ですが、これを説明いただきたいと思います。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：資本的支出と投資貸付金について御説明いたします。 

 こちらは、三沢市医師等修学資金貸与条例によるもので、薬剤師、助産師、看護師等の
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資格取得を目指している方を支援しながら三沢病院に勤務していただくことを目的にして

おります。貸付金額が月額５万円として、１８０万円ですので、現在３名分の方に貸付を

行っているところであります。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：参考までにですが、今までこの制度を利用して、どれくらいの学生が修学な

さっていたのか。と同時に、この制度で実際的に病院のほうで働いていらっしゃる資格を

持っている方がどのくらいいらっしゃるのか、そこをちょっとお聞かせください。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：ただいまの今まで何名借りていたかということにつきまし

ては、平成３１年に月額を３万円から５万円に改正したところ、薬学部１名、看護学部２

名の応募がありました。そのうち、令和３年度に看護師が借りている方が１名三沢病院に

採用となって、今現在も働いております。 

 以上になります。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：この貸付金なのですけれども、聞くところによると、返済は免除になるという

方法もあるようにお聞きしたのですけれども、その方法、どういうふうなこと、その条件

を満たせばそれが免除になるのか、そこのところをお知らせいただきたいと思います。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：返還の免除につきましては、借り入れた期間、三沢病院に

おいて勤務をした場合、返還を免除することとしております。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：ありがとうございます。 

 そういう制度だと思いますし、この制度自体は学生はもちろんですが、親御さんにとっ

ても非常に心強い制度であると思っています。そこで、この制度を一人でも多くの市民の

方に広く知っていただく、そういうことには告知方法も大変大事になってくると思ってお

ります。現在、三沢病院ではどのような告知方法をなさっているのか、それをお聞かせく

ださい。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：この制度の周知につきましては、現在はホームページと募

集時、三沢市の広報で行っております。しかしながら、令和４年度、募集をかけましたが

応募がありませんでしたので、今後は大学等のキャリア支援センターなどを通じて、広く

学生のほうにも周知していきたいと考えております。 

 以上です。 

堤委員長：下山委員。 

下山委員：あらゆる周知方法を活用して、周知活動に精力的に取り組んでいただきたいと

思います。ありがとうございました。 

堤委員長：要望ですか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：参考までにちょっと教えていただきたいことがありまして、これまで様々な高

額なＰＥＴ－ＣＴとかダヴィンチとか、様々な機器を購入されていると思うのですが、基

地交付金を活用して、９条交付金なのか、そういったものも含めて購入されております

が、これ、実際は、この機器というのは、一般的には管財課で入札とか、様々そういう形

で決めるのですけれども、これは特殊な機器なので、どのようなところで購入し、これは

一般競争とかそういうわけにはいかないのかなとは思うのですが、あと決裁というか、判

断するのはどなたになるのですか。 

堤委員長：答弁願います。 

 三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：医療機器の購入に関しましては、病院内で機種の選定委員

会を開催いたします。それによって機種を決めた後に公募で入札を行って購入という形を

取っております。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：その場合は何社の入札というか、競争があるのでしょうか。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：基本的には３社以上、通常であれば５社の入札を行ってお

ります。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そうすると、病院内で決裁というか、どの機器を購入するかの決定権というか、そう

いったのは病院内で判断して購入できると。そういう部分では市長からの許可等、財政の

部分で関係があると思いますので、その辺の関係性はどのようになるのでしょうか。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：高額なものについては補助金などもありますので、三沢市

財政当局に中長期でこういった機械が必要になるであろうということで計画書は出してお

ります。それで防衛の補助、事業採択がされれば補助金のほうは交付していただいている

という形になります。 

 以上です。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 そこには医師とかは関わりがあるのですか。例えば、こういう機器を購入してほしいと

か、そのようなものが必要だという医師が判断して、そういったことを要望するというこ

ともあるのですか。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：医療器械の購入に当たりましては、医師はもちろん、診療

に関わる技師ですとか、他職種の方々で本当に必要かどうかというものを検討しながら決
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めております。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 ちなみに入札率はどのくらいになるのでしょうか。３社で競争するということですけれ

ども、落札のときにどのくらいのパーセンテージになるのですか。 

堤委員長：三沢病院事務局管理課長。 

山本三沢病院事務局管理課長：大変申し訳ありません。入札率に関して今手元に資料があ

りませんので、改めて回答したいと思います。 

堤委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 必要な機器は適正価格でしっかりと、特に三沢病院はなかなか今厳しい状況にありま

す。これは市民のための病院ですから、その辺りをけちるなとは言いませんけれども、適

正価格で入札していただくというのが一番のことだと思いますので、その辺も重々考慮し

ながら機器を選んでいただければなと思います。 

 以上です。要望でした。 

堤委員長：ほかに質疑の方はいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

堤委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号令和５年度三沢市立三沢病院事業会計予算は、原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後４時００分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   堤   喜一郎   


